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午後１時３２分開会 

 

【事務局（榎本都市計画課長）】  まだお見えになられていない委員の方がいらっしゃい

ますけれども、定刻となりましたので、ただいまから第１６９回東京都都市計画審議会を

開催させていただきます。 

 現在、２２名の委員にご出席をいただいておりますので、定足数を満たしておりますこ

とをご報告いたします。 

 では、お手元に、「第１６９回東京都都市計画審議会資料一覧」をお配りしております。

配付資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、「議案一覧表」でございます。 

 次に、薄茶色の表紙の冊子で「議案・資料」でございます。 

 次に、クリーム色の表紙の冊子で「委員の異動報告・委員名簿・幹事名簿」でございま

す。 

 次に、水色の表紙で「議案・資料 別冊（１）議第６６７３号 東京都市計画事業田端

二丁目付近土地区画整理事業の事業計画変更に伴う意見書の審査について」でございます。 

 次に、黄緑色の表紙で「議案・資料 別冊（２）意見書の要旨」でございます。 

 次に、藤色の表紙で「資料〔別冊〕都市計画（素案）の提案」でございます。これは、

都市再生特別措置法に基づき提案されました、都市再生特別地区の提案書でございます。 

 次に、だいだい色の表紙で、西武池袋線の連続立体交差事業及び複々線化事業に伴う環

境影響評価書でございます。概要、本編、資料編の３分冊になっておりますが、本編及び

資料編につきましては、既に各委員の皆様方に配付させていただいておりますので、本日

は概要のみを席上に配付させていただいております。なお、概要には、要約を差し挟んで

ございます。 

 本日お配りいたしました資料は以上でございます。ご確認をよろしくお願いいたします。 

 それでは、鹿島会長、よろしくお願いいたします。 

【鹿島議長】  本日は、ご多忙のところご出席をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 初めに、委員の異動につきまして、私からご報告申し上げます。お手元に第１６９回東

京都都市計画審議会委員の異動報告をお配りいたしてございますが、今回、新しく委員に

なられましたお二人の方をご紹介申し上げます。議席番号８番、文京区長、煙山力委員で
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ございます。次に、議席番号２０番、多摩市議会議長、山田勝義委員でございます。山田

勝義委員につきましては、本日、都合によりまして欠席する旨、事前にご連絡をいただい

ております。 

 なお、議席につきましては、東京都都市計画審議会運営規則第４条の規定に基づきまし

て、委員名簿記載のとおりといたしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

 次に、審議に入ります前に、皆様にお諮りいたします。本日の議題のうち日程第１、議

第６６７３号、東京都市計画事業田端二丁目付近土地区画整理事業の事業計画変更に伴う

意見書の審査について、当審議会運営規則第１１条第２項に基づく会議の公開に関する取

扱要綱第３条の規定により、非公開で審議すべき案件であるか否かについてお諮りいたし

ます。 

 私は、意見書の審査につきましては、お手元にお配りしてございます意見書中に、東京

都情報公開条例第７条第２号に規定する個人情報があることから、会議の公開に関する取

扱要綱第２条第１号の規定に基づき、非公開で会議を行うことが妥当であると考えます。

委員の皆様方のご意見はいかがでございましょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【鹿島議長】  ご異議がないようですので、日程第１、議第６６７３号につきましては、

会議を非公開で行うことといたします。本案件以外の審議に当たりましては、当審議会運

営規則第１１条に基づきまして、会議を公開により行い、傍聴者及び報道関係者の入室を

認めることといたしております。ご了承願います。 

 それでは、これより審議に入ります。本審議会におきましては、限られた時間の中で十

分にご審議をいただきたいと存じますので、議事の進行等につきまして、ご協力をお願い

いたします。 

 つきましては、説明幹事に申し上げます。各案件の説明及び答弁に当たりましては、簡

潔に、かつ要領よく行うようお願いいたします。また、委員の皆様方におかれましても、

ご質問、ご意見は、できる限り簡明にしていただきますようご協力をお願いいたします。 

 なお、ご発言の際は、議席番号をお示しくださるようお願いいたします。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  それでは、日程第１、議第６６７３号を議題に供します。 

 石井幹事の説明を求めます。 

【石井幹事】  議第６６７３号は、東京都施行による東京都市計画事業田端二丁目付近
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土地区画整理事業の事業計画変更に伴う意見書の審査についてでございます。薄茶色表紙

の「議案・資料」の９ページから３２ページ、また提出されました意見書は、水色表紙の

「議案・資料別冊（１）」に、原文のまますべて掲載しております。 

 まずはじめに、本事業を含む田端地区の土地区画整理事業の経緯につきましてご説明さ

せていただきます。薄茶色表紙の「議案・資料」１４ページの図面をご参照願います。 

 本事業の区域は、図面中央の赤色で塗られた範囲になります。この区域を含みますオレ

ンジ色の線で囲まれた区域８２.６ヘクタールは、戦後間もなくの昭和２１年４月に、戦災

復興土地区画整理事業として都市計画決定されております。 

 昭和２３年になりまして、この区域は、土地区画整理組合により事業化されましたが、

その後、組合設立についての訴訟が起こされ、１０年後の昭和３３年、東京高等裁判所に

おいて、組合設立認可の無効判決が出されたため、事業が途中で頓挫いたしました。 

 ８２.６ヘクタールの区域のうち、昭和２３年から３３年までの１０年間で、比較的事業

が進んでおりました、図面で黄色に塗られた区域４１.２ヘクタールにつきましては、その

後、新たに土地区画整理組合が設立されました。しかし、その組合に対しましてもさらな

る訴訟が起こされまして、裁判所による和解勧告を受けた組合設立認可権者でございます

東京都が事業を引き継ぎまして、昭和６３年に事業を完了させたといった経緯がございま

す。 

 図面でいいます中里一丁目、二丁目及び田端四丁目、さらに東田端一丁目の道路基盤は、

このときの事業で整備されたものでございます。 

 一方、緑色の線で囲まれました４１.４ヘクタールの区域は、部分的に建築物の移転や道

路工事が行われた状態で、区画整理事業が途中で頓挫したままとなったため、黄色に塗ら

れた区域と異なりまして、公図などの登記関係書類と実態、現状とが異なるなど、権利関

係が不確定な状況に置かれたままとなってしまいました。 

 こうした状況を解消するため、都は、青色の線で囲まれました３.８ヘクタールの区域に

つきまして、昭和４７年に土地区画整理事業の事業計画案を縦覧いたしましたが、その際、

地元地権者の一部から施行区域の見直し等を求める意見書が出されました。 

 その後、地元との長い調整を経まして、昭和６２年９月、東京都は事業区域を見直し、

区域を広げて、赤色で塗られた区域７.５ヘクタールで事業化する方針を決定いたしまして、

権利関係を確定させるとともに、公共施設の整備や居住環境の改善を図ることを目的に、

平成８年に事業計画案を縦覧し、平成１０年２月に事業計画を決定しました。そうした経
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緯でございます。 

 次に、本地区の位置と今回の事業計画変更の概要をご説明いたします。１１ページの位

置図をご覧ください。本地区は、北区の南東部に位置しまして、ＪＲ田端駅より南へ約４

００メートル、補助９３号線を挟んで西側区域と東側区域とに分かれており、西側区域の

中央及び東側区域の南端に、都市計画道路補助９２号線が計画されている、面積約７.５ヘ

クタールの区域でございます。 

 事業計画変更の内容でございますが、１３ページの設計変更対照図をご覧ください。右

下の凡例に示してありますとおり、黄色の現計画を赤色に変更するものでございまして、

換地設計に伴い、区画道路の新設及び位置の変更を行うものであります。あわせて、事業

の進捗状況を考慮して、施行期間を平成１９年６月３０日から平成２６年３月３１日へ、

６年９カ月延伸するものでございます。 

 この事業計画の変更に当たりまして、平成１６年１１月９日から１１月２２日までの２

週間、公衆の縦覧に供しましたところ、１４通の意見書が提出されました。提出された主

な意見書の要旨と施行者であります東京都の見解は、「議案・資料」９ページから１０ペー

ジに記載しておりますので、こちらをご覧願います。 

 今回、提出されました意見書は、すべて事業計画に関することでありまして、その内容

は、すべて設計に関することであります。まずはじめに、主な意見書の要旨について、説

明させていただきます。 

 ９ページの左側の欄をご覧ください。「道路を広げることについては一応分かったが、そ

れによって今以上に速度の速い車やバイクが入ったり、駐車する車が増えるようなら反対

する。静かな住宅地で騒音問題が起きないように計画を進めてほしい」。 

 次の段には、「田端２－９の地区の中に道路が出来ると駐車する車が多くなり、この道路

を造らなくても換地が可能であることから、道路新設には反対する」。 

 また、１０ページには、「区画道路４号線、５号線は、幅員５メートルで決定されている

が、高台の頭頂部に当たる地形を考慮しない無謀な道路拡張計画であり、住み良さを無視

している。４メートル幅に改案されることを強く要求する」。 

 次の段には、「２４ブロックと２５ブロックの間の道路は、短い距離を２回も曲がるよう

変更されていて、自動車の通行により歩行者通行が危険となる。また、幅員を５メートル

にする必然性がなく４メートルにすべきである。自動車優先の使いにくい道路をつくり、

生活環境を壊すような計画変更（案）に反対する」。 
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 以上が、主な意見書の要旨でございます。 

 これに対する施行者である東京都の見解の概要について、ご説明させていただきます。 

 １ページお戻りいただき、９ページの右側の欄をご覧ください。「地区内の道路は、円滑

な交通処理を図るため、通過交通を排除し、沿道宅地のアクセスを担う区画道路や地区外

との連続性に配慮した主要な区画道路など、それぞれの道路の機能に応じた計画としてい

る。なお、交通規制など交通安全対策については、今後、交通管理者など関係部署と協議

していく」。 

 新設道路については、次の段でございますが、「想定以上に申告された借地権を考慮し、

かつ、現在の土地利用の状況や適正な間口の確保などを勘案して換地設計を検討したとこ

ろ、新たに道路が必要となったため計画を変更した」。 

 続きまして、１０ページの右上の欄には、道路形状の変更につきまして、「当該区画道路

は比較的延長が長く、地先の車のすれ違いに配慮すると幅員５メートルが必要である。区

画道路５号線については、当初計画では、従前道路の線形を生かして直線で計画していた

が、現況では高低差が大きく、周辺の宅地地盤の切り下げが必要であった。今回、切土を

少なくして高台の現況地形を生かしつつ、道路勾配を緩和させることを目的に、地元地権

者の代表でもある土地区画整理審議会の意見も参考にして道路計画を変更した」。 

 以上が、施行者である東京都の見解でございます。 

 これをもちまして、説明を終わらせていただきます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第１につきまして、ご質問、ご意見がございましたらおっしゃっていた

だきます。 

 ２９番、どうぞ。 

【松村委員】  意見を申し上げます。意見書の採択は求めませんが、事業計画素案から

１９年を経た今日、なお意見が出される状態を踏まえ、今後の生活環境、居住環境、自然

環境の維持、保全と改善や移転補償、清算を含む生活再建維持に万全を期すこと。また、

情報公開と十分な説明に努めることを強く要望いたします。 

 以上です。 

【鹿島議長】  １８番、どうぞ。 

【和田委員】  １８番です。数点、結論を出すに至る参考に質疑をさせていただきたい

と思います。 



 -6-

 田端二丁目付近土地区画整理事業の事業計画変更に伴う意見書の審査ということで、別

冊の１４件の意見が、ここに集約されております。これは、この方なりの大変重要な意見

だろうと思っておりますが、私どもも地元での説明会に陪席をさせていただき、その場の

雰囲気も感じ取ることができました。 

 さて、この意見書にかかわることでありますけれども、さきに説明がありましたとおり、

昭和２３年の復興土地区画整理組合に端を発して、紆余曲折の後に、現在の状態になって

おります。私どもが関心がありますのは、この１４件の意見書とは別に、あの地域、７.

５ヘクタール全体の権利者あるいは事業に関心を持つ方々の反応はどういうものなのだろ

うかということを、まず総論的にお伺いいたしたいと思います。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  それでは、地元の状況につきましてご説明をしたいと思いますが、今回

の意見書の内容は、すべて道路の変更など設計に関するものでございまして、なかなか事

業そのものというものではないと、このように考えております。 

 それから、先ほどの説明にもありましたように、当地区は、権利関係が非常に不安定な

状態に置かれております。もう少し具体的に申し上げますと、他人の土地の上に自分の家

が建っていたり、その逆に、自分の土地の上に他人の家が建っている。あるいは、その土

地の一部が、既に道路として使われているといった状況が、大変長い間続いてきたわけで

ございます。 

 こうした状況から、地元の多くの方々からは、事業に関する説明会や個別相談などで、

例えば相続の際などに土地の分割ができない、あるいはそういう不安定なもとでの土地の

売買が大変難しい、それから高齢でもあることから、早く事業を進めてほしいといった意

見が寄せられておりまして、これらの問題の早期解消、すなわち権利の安定を図るために

は、区画整理事業の促進が不可欠であると、このように考えているところでございます。 

【鹿島議長】  和田委員。 

【和田委員】  確かに、今、説明のとおり、設計に関する意見が、１４件の中に圧倒的

に多いように思います。したがって、総体の事業実施計画というものについての意見書の

大きなところではないなと、私も実感を持っています。 

 さて、先ほど説明いただきましたとおり、この資料の資金計画書の中では、国庫補助金

が４１億６,５００万円余、都費が１５５億９,５００万円余、合計しますと１９７億６,

１００万という資金計画で、この事業が行われようとしているわけであります。現に、１
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７年度の東京都の予算書を見ましても、６億３,６００万円の事業費が、この田端二丁目の

区画整理事業の推進、事業化に投入されるという記述がなされております。 

 先ほどお話をお聞きしたとおり、さきの組合が残した一つの負の遺産と言っていいので

しょうか、長い間の権利関係が相当複雑に入り組んでおります。これを早急に正常化して

いく、すなわち土地の権利関係をはっきりと確定させる、人の土地の上に自分の家、その

逆もあるとございましたけれども、そういうことを正常化させるということと、それから

公共施設もこの場所には当然必要でありましょうから、それも整備しなければならない。

また、宅地の利用促進も当然図る。あわせて、総合的に居住環境の改善を目的にしなけれ

ばならない。こういう急がれる環境改善があると、私は思っているのです。 

 その上で、あえてまたお尋ねするのですが、このような急がれる環境改善、田端二丁目

付近の土地区画整理事業について、当局はより早く、先に、平成２６年３月末日までとい

うような清算金徴収や交付の期間を含んで、そのようなロングレンジの計画のようですけ

れども、私は、過去の淵源をたどるならば、できるだけ早く権利者の方々に理解を求めて、

事業推進をする。例えば、モデル的に、ここのところをこういうふうに事業化することに

よって、このような権利者の方の住宅なり宅地の変化がありますよというモデルケースを

複数用意して、誘導していくことも含め、行政側の積極的な姿勢が今求められているので

はないかなと思うのですが、その点についてはいかがですか。 

【鹿島議長】  石井幹事。 

【石井幹事】  当地区のこの事業につきましては、先ほど来お話ししていますように、

事業計画決定後、既に時間を要していることから、この事業計画変更が決定いたしました

後、速やかに各宅地の位置などを示した換地設計の案を、各権利者に説明してまいりたい

ということでございます。 

 その後、権利者からの意見などを整理した上で、ただいまご提案いただいたように、で

きるだけ早期に移転工事等に着手し、整備を進めることで、早期完了に向けて事業を推進

してまいりたいと、このように考えております。 

 また、参考のためにも、既に実施している他地区の事例を紹介するなど、早い段階で事

業効果を見ていただく方法を積極的に検討してまいります。 

【鹿島議長】  １８番。 

【和田委員】  東京都施行ということですから、東京都の姿勢なりエネルギーというも

のが、つぶさに関係権利者に実感できる事業の推進が求められると思うのです。ともする
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と、この種の都市計画にかかわる事業というのは、道路などもよく言われますけれども、

いつになったらやるのかわからない、そして蛇の生殺しなどという俗な言葉も出てくるく

らいに、行政の権威にかかわることの多い場面でありますだけに、田端地区の土地区画整

理事業については、曙光が見えているだけに、当局は積極的に地域に入り、そして説得申

し上げるところは説得申し上げ、事業推進を図っていくという決意を強く求めて、私の質

疑を終わります。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第１につきましてお諮りいた

します。 

 採決を行う前に、念のため申し上げます。意見書を採択するということは、事業計画を

修正すべきであるということになります。また逆に、意見書を採択しないということは、

事業計画のとおり実行、施行してよいということになります。 

 それでは、議第６６７３号につきまして採決をいたします。 

 本件の意見書を採択して、事業計画を修正すべきであるとお考えの方は挙手を願います。 

〔 挙手する者なし 〕 

【鹿島議長】  分かりました。全員反対ということでございますので、そのようにさせ

ていただきます。よって、本件の意見書は不採択ということにいたしました。 

 以上をもちまして、日程第１の審議は終了いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  それでは、ただいまから会議を公開で行いますので、傍聴者及び報道関

係者の入室を認めます。しばらくお待ちをお願いします。 

 傍聴者及び報道関係者の皆様に申し上げます。当審議会の会議を傍聴するに当たりまし

ては、会議の公開に関する取扱要綱に規定されております遵守事項を厳守されることをお

願いいたします。 

 それでは、審議を再開いたします。 

 日程第２、議第６６７４号を議題に供します。 

 金子参事の説明を求めます。 

【金子参事】  「議案・資料」の４３ページからになりますけれども、議第６６７４号、

東京都市計画都市再生特別地区の変更に関する案件についてご説明いたします。 

 本案件は、都市再生特別措置法第３７条の規定に基づきまして、今年の１月２０日、森
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トラスト株式会社から都市計画の提案がございました。これに基づいて変更を行うもので

ございます。都市再生特別地区につきましては、都内で第３号ということになります。 

 お手元に、藤色の表紙の「都市計画（素案）の提案」という資料があろうかと思います

けれども、これが提案書でございますので、参考としてご覧いただければと思います。 

 まず、「議案・資料」の４４ページの位置図をご覧いただきたいと思います。都内では、

平成１４年７月に、７つの都市再生緊急整備地域が指定されておりますけれども、本地区

は、このうちの東京駅・有楽町駅周辺地域内にございまして、東京駅の八重洲側に隣接し

ております。都市再生緊急整備地域には、それぞれの特性に応じて地域整備方針が定めら

れておりまして、東京駅・有楽町駅周辺地域の方針における整備の目標では、東京都心に

おいて、我が国の顔として、歴史と文化を生かしたうるおいと風格ある街並みを備えた国

際的な中枢業務・交流拠点を形成し、あわせて商業・文化・交流などの多様な機能を導入

することにより、にぎわいと回遊性のある都市空間を形成するとされております。 

 また、増進すべき都市機能などにつきましては、中枢業務拠点にふさわしい高次の業務

機能の強化と、これを支え、アメニティを高める商業・文化・交流・宿泊機能等の強化で

すとか、駅周辺の回遊性を高めるため、歩行者ネットワークの充実・強化を挙げておりま

す。 

 以上のような趣旨のもとに、今回、事業者からの提案を受けまして、局内に設置した審

査会等で検討を行いましたところ、提案内容が地域整備方針に適合し、また周辺環境への

配慮ですとか都市基盤との均衡が図られているものと判断されました。そこで、事業者か

らの提案どおりの内容で、都市再生特別地区として指定するものでございます。 

 内容でございますが、「議案・資料」の４５ページの計画図をご覧いただきたいと思いま

す。都市再生特別地区の区域は、一点鎖線で囲まれた約１.２ヘクタールでございます。図

面右側の高層部Ｂとしている部分は既存の建築物でございまして、建築計画といたしまし

ては、これに図面左側の高層部Ａとしている部分を増築するものでございます。 

 都市計画の内容といたしましては、恐縮ですけれども、ちょっと戻っていただいて、４

３ページにございますように、容積率の最高限度を１,３００％、最低限度を４００％、建

ぺい率の最高限度を６０％、建築面積の最低限度を３,０００平方メートルとしております。 

 このうち容積率の最高限度につきましては、東京駅隣接という立地を生かし、国際ビジ

ネスセンター機能を支援する交流・宿泊機能として国際級ホテルを誘致し、あわせて観光

振興に資するため観光インフォメーションセンターを導入すること、２つの広場の整備や、
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駅と周辺地域を結ぶ歩行者ネットワークを充実・強化すること、防災備蓄倉庫の設置や、

広場を活用した帰宅困難者支援などの災害時への対応、保水性舗装等によるヒートアイラ

ンド対策や、生ごみのコンポスト化などの環境への配慮といったことなど、事業者からの

提案内容を都市再生への貢献という観点から評価いたしまして、その設定を妥当なものと

判断したものでございます。 

 また、既存部分を含めまして、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度を定めてお

りまして、高さにつきましては、高層部Ａを１７８メートル、高層部Ｂは、既存の建物に

合わせて１００メートルとしております。 

 「議案・資料」の４７ページの参考図１は、施設配置イメージでございます。青の破線

がございますが、これが東京駅日本橋口と八重洲、日本橋など周辺地域を結ぶ歩行者ネッ

トワークの動線を表しております。 

 それから、赤の破線で囲まれている部分は、拠点交通結節点広場と称しておりますけれ

ども、東京駅日本橋口交通広場の一部としての歩行者空間を示しております。 

 また、いこいの広場としている緑の破線で示した部分がございますが、これは、オレン

ジ色の破線で表している観光インフォメーションセンターなど、来街者のにぎわい・交流

空間と一体的に活用する広場状空間を示しております。これらの広場は、災害時には、建

物内に設けます防災備蓄倉庫による食料、飲料水の備蓄とあわせまして、帰宅困難者を支

援する場として活用するため、広場内に防災井戸や仮設便所の設置が可能な汚水排水設備

を設けまして、衛生的な便所の確保を図ることとしております。 

 次の４８ページの参考図２でございますが、建物の外観、また来街者の交流空間を有機

的につなげるために、既存部と増築部の間に設けるガレリア、及びいこいの広場のイメー

ジパースとなっております。 

 本案件を、平成１７年２月２１日より２週間、公衆の縦覧に供しましたところ、３通７

団体から意見書が提出されております。お手元の黄緑色の表紙の「意見書の要旨」の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。１通１団体から、都市計画に関し、反対に関する

意見書が提出されております。 

 意見の要旨といたしましては、接道が極めて限られた当該敷地の計画における高容積・

高負荷の建築物の計画は、安全なまちづくりの観点から強い懸念がある。また、観光イン

フォメーションセンターの規模は、大幅な容積緩和にふさわしいとは考えにくい。歩行者

ネットワークについて、東西方向の動線の負荷緩和が望まれる。街区全体の地区計画の見
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直しも含め、計画の内容を検討すべきであるというものでございます。 

 これに対する都の見解といたしましては、まず安全面につきましては、空地の規模、周

辺の道路、交通広場との関係から、十分な安全性は確保されている。容積率につきまして

は、先ほどご説明いたしましたけれども、都市再生貢献の度合いに応じた妥当なものと考

える。歩行者ネットワークにつきましては、東西方向も含めまして、適切な歩行者ネット

ワークが形成されると考える。街区全体の地区計画の見直しにつきましては、将来、検討

すべき事項であるというものでございます。 

 続きまして、２ページをご覧いただきたいと思います。２通６団体から、その他の意見

が提出されております。 

 その要旨といたしましては、隣接地との共用車路は、共用部分の整備・管理等について

合意に至っていない。都市計画決定は、合意の成立後にしてほしい。交通混雑が、八重洲

西駐車場に影響を及ぼすことを懸念している。今回の計画地及び隣接地の開発事業者に対

し、十分な協議がなされるよう指導してほしいというものでございます。 

 これに対する都の見解といたしましては、共用車路の形態につきましては、隣接地権者

及び関係機関との協議は整っておりまして、車路の整備・管理等につきましては、事業の

着手までに、当事者間で十分協議すべき事項であるというものでございます。なお、この

共用車路の整備及び管理の件につきましては、その後、協議が進みまして、既に基本的な

合意に至っているということを、私どものほうで確認しております。 

 次に、本審議会でご審議いただくに当たりまして、千代田区及び中央区に意見を聞きま

したところ、容積率設定の考え方ですとか提案内容の実現の担保などについて意見がござ

いました。都といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、容積率につきましては、

都市再生貢献の度合いに応じた妥当なものと考えております。また、計画実現の担保につ

きましては、東京都と事業者の間で平成１７年１月に、提案書の内容を遵守する旨の協定

を締結しているところでございます。 

 このほか、事業実施に当たっては、近隣住民に十分説明するよう事業者を指導してほし

いなどの意見がございました。都といたしましては、住民に対する説明などは、事業者の

責任において行うべきであると考えておりますけれども、事業実施に向けた対応について、

円滑に進むよう配慮してまいります。 

 説明は以上でございます。 

【鹿島議長】  説明が終了いたしました。 
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 日程第２につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 ２９番。 

【松村委員】  意見だけを述べます。森トラストの提案による都内第３号の都市再生特

別地区の指定で、１,３００％の容積を認め、１７８メートルの国際級ホテルなどをつくる

計画です。既に、大手町、丸の内、有楽町地区には、１００メートル級以上のビルが何棟

も建て始められ、これからも幾つもの計画が予定されています。 

 こうした計画は、都心への一極集中を加速させ、過密化による都市機能への障害やヒー

トアイランド現象の環境悪化などのさまざまな弊害を生むものとなります。大手町、丸の

内、有楽町地区については、都市再生緊急整備地域や都市再生特別地区は、縮小や廃止な

ど厳しく見直すべきものであり、今回の計画は容認できません。よって、反対します。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第２、議第６６７４号、東京

都市計画都市再生特別地区の案件につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって、本案は原案どお

り決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第３、議第６６７５号から議第６６８０号までを一括して議

題に供します。 

 森下幹事の説明を求めます。 

【森下幹事】  それでは、資料の４９ページからが議題の総括表でございますけれども、

議第６６７５号は、６０ページの位置図からご説明申し上げます。 

 議第６６７５号、大田区におけます用途地域の変更案件でございます。本地区は、大田

区の中央部で、ＪＲ蒲田駅とＪＲ大森駅の中間地点、京浜急行梅屋敷駅から約５００メー

トルに位置してございます。 

 本地区は、製造加工工場と住宅が混在しました地区となってございますけれども、地区

内工場の操業継続環境の確保、防災機能の向上及び住工調和型の良好な環境の維持保全を

目的とした地区計画の策定を行いまして、あわせて用途地域等を変更するものでございま

す。 
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 「議案・資料」の６２ページからが、区が決定します地区計画でございまして、６５ペ

ージが計画図でございます。地区計画の区域は約５.７ヘクタールでございますけれども、

地区の特性に応じまして、住工調和地区Ａ、Ｂ、Ｃ、それから商店街地区に分けまして、

それぞれに土地利用の方針を定めてございます。 

 ６６ページでございますけれども、地区整備計画として、地区施設として緑道を定めて

おります。また、住工調和地区全体に、建築物の敷地面積の最低限度を定めますけれども、

そのうち敷地が細分化されております住工調和地区のＢにつきましては、敷地面積の規模

に応じた容積率の最高限度を定めることによりまして、共同化を促進し、防災性の向上と

良好な環境の育成を誘導してまいります。その他、高さの最高限度などを定めてございま

す。 

 資料の６１ページにお戻りいただきますけれども、ただいまご説明申し上げました地区

計画の決定に伴いまして、用途を変更するものでございます。現在、準工業地域、建ぺい

率６０％、容積率２００％の地域につきまして、同じ準工業地域でございますけれども、

容積率を３００％に変更するというものでございます。 

 この案件を、平成１７年２月２１日から２週間、縦覧に供しましたところ、意見書の提

出はございませんでした。 

 次に、６７ページをお開きください。６７ページの議第６６７６号から議第６６８０号、

５つの案件につきましては、いずれも足立区におけます用途地域の変更案件でございます。 

 ５つのうちのはじめでございますけれども、７０ページからが議第６６７６号になりま

す。足立区の江北駅（仮称）周辺地区におけます用途地域の変更案件でございます。この

地区は、東武大師線大師駅の南西約１,２００メートルに位置しておりまして、平成１９年

度に開業する予定の日暮里・舎人線（仮称）江北駅の周辺区域でございます。 

 日暮里・舎人線の新駅開設を目前に迎えまして、今後、沿線土地利用の促進が見込まれ

ますけれども、拠点駅周辺にふさわしい地域商業、サービス機能の充実や、良好な住環境

の形成を目的としまして、地区計画を決定し、あわせて用途地域を変更するものでござい

ます。 

 その地区計画は７３ページからでございますけれども、７７ページの計画図をご覧くだ

さい。この地区計画の区域は、全体で２６.７ヘクタールでございますけれども、駅前地区、

沿道商業地区、幹線沿道地区など、地区を７つに分けてございまして、それぞれに土地利

用の方針を定めてございます。 
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 次の７９ページ、それから８０ページが計画図でございますけれども、地区の整備計画

としまして、地区の主要な生活道路と公園を地区施設として定めてございます。また、駅

前地区におきましては、駅前への商業・サービス等の機能集積及び誘導を図るため、建物

の１階について用途の制限をしております。それから、敷地面積の最低限度を８３平方メ

ートルとし、バス通りでございます江北新道沿いでは、安全な歩行空間確保のために、１

階部分だけ１.５メートルの壁面後退を定めてございます。 

 ７１ページにお戻りいただきますけれども、このような地区計画を定めまして、用途地

域の変更をいたします。変更内容は、現在、準工業地域、建ぺい率６０％、容積率４００％

などでございますけれども、駅前地区については商業地域としまして、それから放射１１

号線沿いにつきましては近隣商業地域として、それぞれ建ぺい率８０％、容積率４００％

などに変更を行います。 

 この都市計画案を縦覧に供しましたところ、１通の意見書が出されてございます。意見

書の要旨につきましては、別冊の「意見書の要旨」の３ページをご覧ください。 

 意見書は、反対の意見、１通２団体でございます。その内容は、「用途地域の変更により、

駅前に、駅舎、ビル等が建設される。これにより、周辺の住宅地では、日照等の問題に直

面するので、用途地域の変更には絶対反対」というものでございます。 

 これに対します都の見解は、この地区は、足立区都市計画マスタープランにおいて、地

域拠点として位置づけられており、商業・業務機能をはじめ、文化・教育機能もあわせて

整備を図ることとされております。また、この地区計画におきましても、駅前地区は、商

業・サービス等の機能集積及び誘導を図ることとしております。したがって、商業地域な

どに用途地域を変更することは適切であると考えるものでございます。 

 続きまして、資料の８１ページをお開きください。この８１ページからが、議第６６７

７号に当たりますけれども、足立区西新井駅西口周辺地区におけます用途地域の変更案件

でございます。この地区は、足立区のほぼ中央に位置してございまして、東武伊勢崎線西

新井駅の西口側に位置する区域でございます。 

 この地区一帯は、東京都の防災都市づくり推進計画におきまして、重点整備地域に指定

されてございます。地区の中心には、大規模工場跡地１１.３ヘクタールがございまして、

既に平成１５年１月に地区計画を定めまして、現在、この跡地におきましては、基盤整備

などのまちづくりが進められてございます。 

 今回、西新井駅西口の広場及び区画道路の整備とあわせまして、商店街の形成や周辺住
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宅地の居住環境の向上を図り、地域の活力あるまちづくりを進めるために、地区整備計画

を追加して策定し、これにあわせて用途地域を変更するものでございます。 

 ８５ページからが、その地区計画の計画書でございまして、計画図がだいぶ飛びますけ

ど９５ページでございます。図面の左側でございますけれども、今回、追加いたします複

合商業地区では、安全で快適なにぎわいのある複合商業地を形成するために、建築物の用

途として、店舗、飲食店、劇場など商業関連施設のみ建築できると定めてございます。 

 容積率の最高限度は、当分の間２００％としまして、道路事業の進捗状況に応じまして

３００％とするとしてございます。 

 その他、敷地面積の最低限度は１万５,０００平方メートル、高さの最高限度は３１メー

トル、壁面の位置の制限などを定めてございます。 

 ９６ページの計画図２でございますけれども、地区施設として区画道路３５号線――南

北の道路でございますけれども――や緑道（幅員４メートル）などを新規に位置づけてお

ります。 

 それから、９８ページでございますけれども、地区整備計画（その２）、同じ地区計画の

中の別の区域でございます。西新井駅の駅前街区についてご説明申し上げます。 

 建築物の用途等の制限としまして、駅前の各街区におきまして、建築物の低層階部分を

店舗、飲食店など商業関連施設のみということで定めてございます。 

 それから、容積率の最高限度は、駅前Ａ街区と駅前北街区②の区域につきまして、当分

の間は２００％、または３００％ということでございますけれども、道路事業の進捗状況

に応じまして４００％とすることとしてございます。 

 その他、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定めてございます。 

 それから、１０１ページでございますけれども、３つの整備計画のその３の区域でござ

いますが、駅前線の北側の区域でございます。この区域は、さらに地区ごとの特性により

まして計画を定めてございまして、容積率の最高限度は、都市計画道路の整備状況にあわ

せて、４００％を適用できることとしてございます。 

 それから、その他の敷地面積の最低限度８３平方メートルなどを定めてございます。 

 それから、１０３ページでございますけれども、この地区におきまして、地区施設とし

て、区画道路、公園などを位置づけているところでございます。 

 以上の地区計画の決定に伴いまして、用途地域を変更いたします。 

 ８３ページにお戻りいただきますけれども、西新井駅の西口駅前では、都市計画道路と
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か交通広場の整備にあわせまして、工業地域２００％、または近隣商業３００％などが現

状でございますけれども、それを近隣商業または商業地域で、容積率を４００％などに変

更いたします。 

 地区の西側の複合商業地区では、第一種住居または工業地域で容積率２００％というも

のですけれども、これを近隣商業地域３００％に変更いたします。 

 その他、道路整備にあわせまして、沿道の用途地域を変更するものでございます。 

 この案件につきましては、意見書の提出はございませんでした。 

 続きまして、資料の１０５ページをお開きください。引き続き、足立区西新井の案件で

ございますけれども、議第６６７８号の部分でございます。この地区は、前で説明した案

件の南に隣接する地区でございます。 

 この北側と南側の地区は、もともとは１つの地区計画の区域でございましたけれども、

今回、南側、この案件の地区につきまして、防災機能強化のための都市基盤整備などにつ

きまして合意形成されたことを踏まえまして、区域を切り離しまして、新たに防災街区整

備地区計画を定め、あわせて用途地域を変更するとしたものでございます。この防災機能

の強化を主目的としました防災街区整備地区計画は、都内では４地区で決定済みでござい

まして、これ以下が、５件目、６件目、７件目ということになります。 

 計画書は１０９ページからでございますけれども、１２１ページが、この地区の計画図

でございます。防災街区整備地区計画の区域は、全体で約４２.７ヘクタールでございます。

地区の整備計画としましては、災害時におけます円滑な避難、消防、救護等の防災活動を

支えるための主要な道路を地区防災施設として定めます。地区防災施設道路を補完する主

要生活道路や細街路を地区施設として定めているところでございます。 

 この地区計画の特徴でございます、特定建築物地区整備計画の内容を説明させていただ

きます。１２１ページの赤い点線の部分がその範囲でございますけれども、この計画は、

沿道建物を防災上安全なものとすることによりまして、防災道路の機能の向上を図ってい

るものでございます。具体的には、赤線の区域の中の建物につきまして、建築物の間口率

の最低限度を１０分の７、それから高さの最低限度を５メートルと定めるとともに、建ぺ

い率や容積率を緩和いたしまして、３階建てを中心とした建替を誘導しまして、道路と一

体となった延焼遮断機能を高めていくという計画になってございます。 

 容積率につきましては、半分以上を住宅とする建物は、２４０％まで使える形で緩和し

てございます。 
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 それから、この図面の中のちょうど中央、東西の方向ですけれども、今回、事業を始め

ます補助１３８号線の沿道３０メートルの幹線道路沿道地区Ｂというところでは、容積率

の最高限度は、当分の間２００％として、道路事業の進捗状況に応じまして３００％とす

るという規定になってございます。 

 それから、１２４ページでございますけれども、地区防災施設だとか主な地区施設及び、

今回、事業を始めます都市計画道路の補助１３８号線の区間におきまして、計画道路から

０.５メートルの壁面後退と工作物の設置の制限を定めまして、空地を確保して、道路と一

体となった防災機能の向上を図ることとしてございます。 

 その他、整備計画の内容としまして、地区全体に、建物を原則的に準耐火建築物以上と

します、東京都の建築安全条例の新たな防火規制と同様の規制を定めているところでござ

います。 

 このような地区計画の決定に伴いまして、用途を変更するわけでございますけれども、

１０７ページにお戻りいただきたいと思います。変更内容は、特定地区防災施設として定

めます１４路線の道路沿道２０メートル幅の区域につきまして、用途地域の用途とか容積

率はそのままで、建ぺい率のみ６０％を８０％に緩和するものでございます。 

 それから、今回、事業を始めます補助１３８号線の沿道３０メートルの区域につきまし

ては、準工業あるいは工業地域の容積率２００％から、一種住居あるいは準工業の容積率

３００％などに変更するというものでございます。 

 本件につきましても、意見書の提出はございませんでした。 

 引き続き、１２５ページをご覧ください。これが議第６６７９号になりますけれども、

足立区関原一丁目の地区におけます用途地域の変更案件でございます。この地区は、東武

伊勢崎線西新井駅の南約１,５００メートルに位置してございまして、西側が都市計画道路

補助１００号、それから南が荒川放水路に接する区域でございます。 

 本地区も、災害に強いまちづくりを目指しまして、防災街区整備地区計画を定め、あわ

せて用途地域を変更するものでございます。この区域が１３.６ヘクタールでございます。 

 計画内容は、前の議案と同じように、西新井駅の防災街区整備地区計画と同様の考え方

となってございます。 

 １２９ページ以下が地区計画の計画書でございますけれども、１３７ページが計画図で

ございます。地区整備計画としましては、地区で、災害時におけます円滑な避難、消防、

救護等の防災活動を支えるための主要な生活道路を、地区防災施設として定めてございま
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す。また、それを補完します区画道路を地区施設として定めてございます。 

 特定建築物地区整備計画としまして、先ほどの考えと同じですけれども、１２路線の地

区防災施設の沿道２０メートルの範囲につきまして、建物の間口率を１０分の７以上、そ

れから高さの最低限度を５メートルという規定をするとともに、建ぺい率や容積率を緩和

することによりまして、やはり３階建てを中心とした建替を誘導しまして、延焼遮断機能

を高めることとしてございます。 

 １３９ページが壁面の位置でございますけれども、地区防災施設の９路線などにおきま

して、計画道路の中心から３メートルの壁面後退と工作物の設置点を定めまして、空地等

を確保して、道路と一体となった防災機能の向上を図ってございます。 

 その他、やはり東京都の新たな防火規制と同様の準耐火建築物以上とする規定を定めて

ございます。 

 １２７ページでございますけれども、このような地区計画の決定に伴いまして、用途地

域を変更してございます。変更内容は、地区防災施設として定めます１２路線のうち、９

路線の沿道２０メートルの区域につきまして、用途地域の用途及び容積率はそのままで、

建ぺい率を６０％から８０％に変更するものでございます。 

 この計画につきましても、意見書の提出はございませんでした。 

 それから、１４０ページをお開きください。これが議第６６８０号になりますけれども、

足立区足立一・二・三丁目におけます用途地域の変更案件でございます。この地区は、東

武伊勢崎線五反野駅の南及び小菅駅の西に隣接しまして、西が国道４号線、南が荒川放水

路に接する区域でございます。 

 この地区も、防災街区整備地区計画を定め、あわせて用途地域を変更するものでござい

ます。４８ヘクタールの区域でございまして、前の２つと同様の定めをしてございます。 

 １４３ページからが計画書でございますけれども、図面が１５２ページでございます。

災害時におけます防災活動を支えるための地区防災施設を定めてございます。それから、

それを補完する道路も地区施設として定めてございます。 

 それから、１５３ページが特定建築物地区整備計画でございまして、地区防災施設とし

て定めます１０路線の道路沿道２０メートルの幅の範囲で、間口率を１０分の７以上、高

さの最低限度を５メートルとして定め、やはり同じように建ぺい率を緩和して、建替を誘

導するものでございます。 

 その他、防災道路の中心から３.２５から３.５メートルの壁面後退などを定めていると
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ころでございます。やはり地区全体に、建物を準耐火建築物以上とする規制や敷地面積の

最低限度８３平方メートルなどを定めているところでございます。 

 この地区計画の決定に伴いまして、１４１ページにお戻りいただきますけれども、これ

が用途地域の変更の内容でございます。地区防災施設として定める１０路線の道路沿道２

０メートルの区域につきまして、容積率はそのままで、建ぺい率を６０％から、準工業地

域あるいは近隣商業の建ぺい率を８０％へ変更するものでございます。建ぺい率を８０％

に緩和します。 

 この案につきましても、意見書の提出はございませんでした。 

 以上でございます。 

【鹿島議長】  ありがとうございました。 

 それでは、説明が終了いたしましたので、日程第３につきまして、ご質問、ご意見がご

ざいましたらお願いいたします。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  まず、第６６７５号、意見を述べます。容積率を２００％から３００％

に緩和することによって、約１００世帯の住民が住んでいる工場跡地周辺に高層マンショ

ンが建つようになり、住民が住み続けられないような街になってしまうと地元から危惧の

声があり、反対するものです。 

 次に、６６７６号この件についても、住民合意が進んでおらず、もっと住民の声を反映

した計画にすべきです。よって、反対します。 

 第６６７７号これは、当初、住民が期待していた開発とも違い、家賃の高い高層マンシ

ョンや足立区全体の商店街に死活問題の影響が出る大規模店舗を進出させる計画で、誰の

ための計画だと、住民からも強い反対の声が出ています。よって、反対です。 

 あと３議案については、賛成です。 

 以上です。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第３につきましては、適宜分

割して採決いたします。 

 初めに、議第６６７５号から議第６６７７号まで、東京都市計画用途地域の案件につき

まして、一括して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 
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〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって、本案は原案どお

り決定いたしました。 

 次に、議第６６７８号から議第６６８０号まで、東京都市計画用途地域の案件につきま

して、一括して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  それでは次に、日程第４、議第６６８１号及び議第６６８２号を一括し

て議題に供します。 

 森下幹事の説明を求めます。 

【森下幹事】  資料は、１５５ページからでございます。議第６６８１号は、町田都市

計画用途地域を変更する案件でございます。 

 位置図は１５９ページでございます。町田市の北西部に位置しておりまして、京王相模

原線多摩境駅を中心として、町田市と八王子市の行政界に挟まれた地域でございます。 

 当地区の一帯は、相原・小山土地区画整理事業及び多摩・八王子・町田新住宅市街地開

発事業によりまして、計画的に市街地整備を進めてきておりまして、道路等の公共施設の

整備が完了または進捗している地域でございます。 

 このたび、土地区画整理事業などの進捗にあわせまして、関連する地区計画の決定や変

更を行い、用途地域の変更を行います。 

 １６０ページをご覧ください。真ん中の四角の１の区域でございますけれども、新住宅

市街地開発事業によりまして整備された区域で、これを相原・小山地区地区計画の区域に

追加しまして、周辺と同じ研究・住居複合地区として一体的な土地利用を図るとともに、

用途地域も、周辺と同じ第二種住居、建ぺい率６０％、容積率２００％に変更するもので

ございます。 

 隣の１６１ページ、四角の７と９と書いたところでございますが、土地区画整理事業に

よりまして道路整備が完了したことから、この道路中心線にあわせて、用途地域の境界線

を変更するものでございます。 

 次に１６２ページでございますけれども、新住事業によりまして整備されました区域を、
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相原・小山地区地区計画の区域に追加しまして、周辺と同じ生産業務Ｂ地区に位置づけ、

用途地域も周辺と同じ準工業地域、容積率２００％に変更するものでございます。 

 それから、隣の１６３ページでございますけれども、民間事業者によります宅地開発事

業により、道路等の公共施設が整備された地区でございます。今回、小山三ツ目山西地区

地区計画を決定しまして、住宅、診療所とか集会所等に建築物を制限しますとともに、１

４５平方メートルの敷地面積の最低限度などを定めます。この地区計画の決定にあわせま

して、用途地域を第一種低層住居専用地域、建ぺい率５０％、容積率１００％などに変更

するものでございます。 

 それから、次の１６４ページでございますけれども、現在、本地区では、組合施行によ

ります小山御嶽堂沼土地区画整理事業が進められております。今回、戸建て住宅を主体と

する緑豊かで良好な住宅地の形成を図るために、地区計画を決定しまして、用途を住宅、

診療所、集会所等に制限いたしまして、１５０平方メートルの敷地面積の最低限度、９メ

ートルの高さの限度などを定めるものでございます。この決定にあわせまして、用途地域

を第一種低層住居、建ぺい率５０％、容積率１００％などに変更するものでございます。 

 以上の案件につきましては、意見書の提出はございませんでした。 

 続きまして、１７９ページをお開きください。議第６６８２号でございますけれども、

これは府中の都市計画用途地域の変更案件でございます。 

 図面が１８２ページでございますけれども、この地区は、府中の西部、ＪＲ南武線谷保

駅と分倍河原駅のほぼ中間点の、新駅が設置される区域でございます。 

 この地区では、組合施行によります西府土地区画整理事業が施行されておりまして、事

業の進捗に伴い、地区計画を定めるとともに、用途地域を変更するものでございます。 

 １９０ページをご覧いただきたいと思います。地区計画の計画図でございますけれども、

土地区画整理事業によります土地利用の維持・増進を図るとともに、地域住民の生活に密

着しました商業・業務・サービス機能の集積や、安全で快適な市街地の環境形成を図るこ

とを目的としております。 

 地区計画の区域を、低層住宅地区から駅前商業業務地区まで６つの地区に区分しまして、

それぞれ土地利用の方針を定めているとともに、必要な用途の制限を行っております。 

 そのほか、良好な市街地環境を有する駅周辺市街地を形成するために、敷地面積の最低

限度を１２０平方メートルとか５００平方メートル、壁面の位置の制限０.７メートルとか、

高さの最高限度を１０から３０メートルなどを定めてございます。 
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 １９１ページに、地区施設でございますけれども、区画道路とか公園、環境緑地などを

定めてございます。 

 このような地区計画を決定することによりまして、１８３ページにお戻りいただきたい

と思いますけれども、用途地域を変更します。変更箇所の現状は、大部分が第一種低層住

居専用地域で、建ぺい率４０％、容積率８０％でございますけれども、これを駅前商業業

務地区は、近隣商業地域、容積率３００％などに、それから中層住宅地区では、第一種中

高層住居専用地域の容積率２００％などに変更していくものでございます。 

 この案件につきましても、意見書の提出はございませんでした。 

 以上でございます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第４につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  ６６８１号は賛成です。 

 ６６８２号これは、ＪＲ南武線の新駅建設に伴い、ＪＲが客を増やすための宅地開発の

色彩が濃い計画で、大きな地主はともかく、小宅地の人たちへの負担が重いもので、反対

です。 

 以上です。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第４につきましては、適宜分

割して採決いたします。 

 初めに、議第６６８１号、町田都市計画用途地域の案件につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

 次に、議第６６８２号、府中都市計画用途地域の案件につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第５、議第６６８３号及び議第６６８４号を一括して議題に
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供します。 

 森下幹事の説明を求めます。 

【森下幹事】  資料の１９３ページをお開きください。議第６６８３号は、大崎駅西口

地区の地区計画の変更に関する案件でございます。 

 １９３ページ以下が計画書でございますけれども、位置図は１９９ページでございます。

大崎駅西口地区は、ＪＲ大崎駅の西口でございまして、明電舎工場跡地とかソニーテクノ

ロジーセンターなどの大規模敷地と、木造建築物を中心としました密集市街地が含まれま

す、面積約９.１ヘクタールの区域でございます。 

 ２００ページをご覧ください。本区域は、平成１４年９月に、多様な機能が集積する大

崎副都心の形成のために地区計画を決定し、さらに平成１６年１月には、駅前交通広場の

拡充、大規模な緑化空間でございます大崎の森の形成など、事業者から提案された開発計

画に基づきまして、Ｅ東地区におきまして、既に都市再生特別地区を指定してございます。

そのときに、地区整備計画を変更してございます。 

 今回は、明電舎工場跡地の南西側の一角を占めますＥ南地区、約０.７ヘクタールにおき

まして、開発計画が具体化したことに伴いまして、地区計画の方針の一部及び地区整備計

画を変更することとしたものでございます。 

 今回、図面の変更はございませんので、１９７ページの計画変更概要でございますけれ

ども、変更の内容としましては、土地利用に関する基本方針としまして、従来、Ｅ南地区

では、隣接します業務・商業を主体としたＥ東地区と一体的な拠点市街地として整備する

ものでございまして、その連携を強化するために、これまでは居住機能だけでございまし

たけれども、今回、新たに交流・宿泊機能を導入することといたしました。具体的には、

ホテルであるとかスポーツクラブ、それから共同住宅などを計画しているところでござい

ます。 

 １９８ページでございますけれども、開発計画の具体的内容を評価した上で、今回、容

積率の最高限度を５００％、高さの最高限度を９０メートルとして定めてございます。 

 計画図の変更はございません。 

 この計画につきましての意見書の提出はございませんでした。 

 次が、２０３ページでございます。議第６６８４号、武蔵小山駅東地区地区計画の決定

の案件でございます。 

 ２０７ページが位置図でございます。この地区は、品川区の西部、ＪＲ目黒駅より南西
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約２キロメートルに位置しておりまして、東急目黒線武蔵小山駅に隣接しました、面積約

３.１ヘクタールの区域でございます。 

 この地区は、老朽化した木造建築物が集積し、狭隘道路や行きどまり道路が多く、防災

性能はもとより、住環境にも課題の多い木造密集地域となってございます。 

 平成７年度から、東急目黒線の立体交差事業を契機に、住民によりますまちづくり協議

会が設立されるなど、まちづくりへの機運が高まりまして、再開発など敷地共同化事業の

検討が続けられてまいりました。 

 その動向を受けまして、昨年９月に、この地区につきまして、東京のしゃれた街並みづ

くり推進条例に基づきます街並み再生地区の第１号として、東京都で指定いたしました。

その再生方針としては、細分化された敷地の統合、行き止まり道路の付け替え、建物の共

同化などによる街区再編を進めることによりまして、商業機能の活性化、都心居住の推進、

防災性の向上などを図り、魅力ある地域生活拠点を実現していくこととしてございます。

今回、この街並み再生方針に基づきまして、地区計画の決定を行うものでございます。 

 ２０９ページの計画図をご覧いただきたいと思います。今回、街並み再生地区の全域を

地区計画の区域といたしまして、第１期として、事業化が先行しておりますＤ地区を中心

としまして、その周辺を含めた約１ヘクタールの区域に地区整備計画を定めます。 

 地区計画の目標としましては、武蔵小山駅を中心としたにぎわいと活気のある商業空間

を生かしつつ、木造密集地域の解消・再生を図ることによりまして、機能性とゆとりを兼

ね備えた魅力的で暮らしやすい生活拠点の形成を図ることとしてございます。 

 まず主要な公共施設として、地区の南北をつなぐ区画道路４号、それから地区施設とし

まして、区画道路１号から３号を整備いたします。それから、その区画道路沿いには、幅

員４メートルの歩道状空地を連続して設けてございます。 

 また、防災性の向上を図るとともに、地域におけます住民のコミュニケーションの拠点

として、街区の中央に広場状空地、約４５０平方メートルを整備いたします。その他、歩

道状空地とか広場状空地を結びます歩行者通路を整備し、歩行者ネットワークの形成を図

ることとしてございます。 

 建物の用途の制限としまして、建物の低層部分は、商業活性化のための商業施設を原則

とするということ。高層部分は、共同住宅としてございます。 

 その他、敷地の細分化の防止のため、各地区の規模に応じて、敷地面積の最低限度を定

めてございます。 
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 それから、事業化が進んでございますＤ地区につきましては、容積率の最高限度を５５

０％、高さの最高限度を６０メートルと定めてございます。 

 その他、街並みを形成する観点から、壁面の位置の制限とか、建物の意匠とか形態の制

限を定めてございます。 

 なお、この案件につきまして、平成１７年２月２１日から２週間、縦覧に供しましたと

ころ、８通の意見書が提出されております。その意見書の要旨につきましては、別冊の緑

色の「意見書の要旨」の冊子をご覧ください。 

 こちらの４ページでございます。反対意見に関するものが７通１０名でございまして、

主な意見としましては、（１）日本の将来人口予測から判断して、容積率をアップして、高

層マンションを建築する必要性があるのか。（２）１９階６０メートルの建築物を建築する

ことは、景観、日照権等、環境への悪影響を考えて反対するということでございまして、

それに対します都の見解は、右側に書いてございますけれども、本地区は、住宅市街地の

開発方針において、重点地区に位置づけられており、地区計画で都心居住の推進を目標と

してございます。また、この地区におきましては、街並みデザインを重視したまちづくり

を行うこととしてございまして、具体の建築計画については、事業者が周辺建物の状況を

配慮し、適切な対応を行うこととなってございます。 

 それから、５ページでございますけれども、その他の意見としまして、（１）行政として、

情報公開とまちづくりへの周辺住民の参画を積極的に行うべきである。それから、（２）地

区計画の素案を提案したまちづくり協議会の同意の取り方に不透明性があるという内容で

ございます。 

 それに対する都の見解でございますけれども、この地区は、街並み再生方針策定の段階

から、説明会、また縦覧及び意見書提出の機会を設け、住民の意見を反映させるための手

続をとってございます。それから、まちづくり協議会といいますのは、商店会を中心とし

た地元住民により自主的に運営されている組織でございまして、その活動の中で、地元の

意向を把握するために同意書を求めたものでございます。行政としては、適切な手続をと

っているということでございます。 

 以上で、本案件の説明を終わらせていただきます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第５につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞお願いい

たします。 
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 ２９番委員。 

【松村委員】  ６６８３号についてです。大崎駅西口地区全体が、再開発によって、ど

れだけ環境問題などに負荷を与えるかをまず明らかにして、その上での環境対策をとるべ

きです。それなくして、これ以上の開発を進めることには反対です。 

 議第６６８４号。しゃれた街並みづくり推進条例の指定第１号として、品川区武蔵小山

駅東地区に、１９階建て、高さ６０メートルの巨大マンションを建設する計画ですが、周

辺には、こうした巨大マンションは１つもなく、周辺環境に与える影響は重大です。また、

地権者から８割の同意を得ているとしていますが、店舗や住宅の借家の住民には、説明す

らされていない状況のもとで進められています。この計画は、住民参加で抜本的に見直す

べきものであり、反対です。 

 以上です。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようでしたら、日程第５、議第６６８３号及び議

第６６８４号、東京都市計画地区計画の案件につきまして、一括して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第６、議第６６８５号及び議第６６８６号を一括して議題に

供します。 

 成田幹事の説明を求めます。 

【成田幹事】  議第６６８５号及び６６８６号でございます。お手元の「議案・資料」

は２１１ページから２３１ページ、それから黄緑色の表紙の「議案・資料 別冊（２）意

見書の要旨」は６ページから９ページでございまして、あわせましてだいだい色表紙の「環

境影響評価書の概要」をご参照いただければと思います。 

 議第６６８５号は、都市高速鉄道西武鉄道池袋線の連続立体交差化及び複々線化にかか

わる都市計画変更でございます。 

 議第６６８６号は、関連であります幹線街路補助線街路第２３２号線の都市計画変更で

ございます。 

 いずれも東京都決定の案件でございまして、鉄道計画につきましては、東京都の環境影
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響評価条例に基づく環境影響評価の対象案件でございまして、今回は、いわゆる「後合わ

せ」でございます。 

 「議案・資料」の２２３ページをご覧いただきたいと思います。今回の鉄道計画にかか

わる変更点は、２点ございます。１点目は、石神井公園駅から大泉学園駅間の連続立体交

差化の追加でございます。２点目は、それに伴います石神井公園駅付近のすりつけ等によ

る区域の変更でございます。 

 これまでの経緯でございますけれども、西武鉄道池袋線は、昭和４６年に江古田駅から

石神井公園駅の連続立体交差化と、練馬駅から石神井公園駅間の複々線化が都市計画決定

されまして、平成１５年３月までに、江古田駅から練馬高野台駅間の整備が、既に完了し

てございます。残されました練馬高野台駅間以西の既定都市計画区間及び、今回、新規追

加する区間につきましては、昨年１月に素案説明会を、また９月には都市計画案及び環境

影響評価案の説明会を開催してございます。 

 次に、都市計画の内容についてご説明申し上げます。今回の立体交差化に伴い追加する

区域は、「議案・資料」の２１７ページから２２１ページをご覧いただきたいと思います。

石神井公園駅西側から大泉学園駅東側の間の区間となります。 

 今回の計画につきましては、既に完成してございます練馬高野台駅付近の高架施設と新

規追加部分の整合性を図る意味からも、高架方式で行うことが適しているものと判断いた

しました。 

 「議案・資料」の２１７ページをご覧いただきたいと思います。今回、石神井公園駅以

西の鉄道線形の見直しに伴い、石神井公園駅南側の一部区域、図の黄色く着色した部分を

削除いたします。 

 本鉄道計画の事業主体でございますけれども、連続立体交差事業につきましては東京都

建設局が、また複々線化に係ります事業につきましては西武鉄道株式会社が事業主体とな

っております。 

 総事業費は、両事業合わせまして約４３０億円でございまして、連続立体交差事業に要

する費用は、国、都、練馬区、西武鉄道の４者が負担いたしまして、複々線化事業につき

ましては、西武鉄道が１００％負担いたします。 

 事業期間は、平成１９年度から平成２６年度を予定してございます。 

 次に、関連案件についてご説明申し上げたいと思います。鉄道の連続立体交差化にあわ

せまして、沿線の環境空間の確保並びにまちづくり等に資することを目的といたしまして、
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今回、「議案・資料」の２１６ページから２１７ページに示されますように、鉄道計画区域

の北側に、都市高速鉄道西武鉄道池袋線付属街路第１６号線、第１７号線、特殊街路練馬

自転車歩行者専用道第１号線を、それから２１９ページから２２１ページに示してござい

ます、都市高速鉄道西武鉄道池袋線付属街路第１８号線を計画いたしてございます。 

 「議案・資料」の２３１ページをご覧いただきたいと思います。本鉄道の連続立体交差

化にあわせまして、石神井公園駅南口に補助２３２号線の交通広場を新たに計画いたしま

す。図で赤く着色した部分でございます。本計画は、連続立体交差化によります高架下の

空間を活用いたしまして、既に完成してございます北口駅前広場と一体化させるものでご

ざいまして、赤色の部分の面積が約４,４００平方メートルでございまして、今回、新たに

定めるものでございます。 

 先ほどご説明いたしましたけれども、今回の計画に伴いまして、既に計画決定されてお

ります区域の一部、黄色く着色してある部分を廃止いたします。 

 また、補助２３２号線の変更では、車線数についても、２車線として決定いたすことに

してございます。 

 なお、都市高速鉄道西武鉄道池袋線及び補助線街路第２３２号線の変更は、東京都の決

定案件でございまして、側道につきましては、練馬区の決定案件となってございます。関

連案件の事業主体については、練馬区となってございます。 

 次に、意見書の要旨についてご説明申し上げます。お手元の黄緑色の表紙の「議案・資

料別冊（２）」の６ページから９ページまでをお開きいただきたいと思います。意見書は、

都市計画案を、昨年９月１日から２週間、縦覧の用に供しまして、その際に提出されたも

のでございます。 

 はじめに、鉄道計画に関するものでございますけれども、６ページをご覧いただきたい

と思います。１４通の意見書の提出がございまして、賛成意見が８通、反対意見が２通、

その他の意見が４通ございました。 

 賛成意見でございますけれども、８通１４名３団体から提出されてございまして、主な

意見といたしましては、「西武池袋線の高架化に賛成する。高架化事業については、一日も

早く工事着手し、早期事業完了をお願いしたい」というものでございます。 

 また、反対意見でございますけれども、同じく６ページ、下をご覧いただきたいと思い

ますけれども、２通２名から出されております。主な意見といたしましては、（１）にござ

いますように、「高架でなく地下にすべき」というものでございまして、これに対する都の
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見解といたしましては、構造形式につきましては、地下方式も含め、地形的、計画的、事

業的な条件等、総合的に比較検討した結果、本案が最適と判断したものでございます。 

 ７ページの上の（１）でございますけれども、「今回の案が実行される場合、暫定措置と

して現在の石神井公園駅構内の陸橋を自由通路にすることを一考頂きたい」というご意見

でございます。 

 これに対する都の見解といたしましては、石神井公園駅構内の橋上通路につきましては、

事業着手後の早期の段階で施工に支障となるため、自由通路への利用は困難というもので

ございます。なお、事業中におけます駅南北の通行につきましては、可能となるようなこ

とを鉄道事業者と調整を図ってまいりたいと思います。 

 その他の意見につきましては、７ページに記載してございます。 

 続いて、８ページをご覧いただきたいと思います。都市計画道路補助２３２号線に関す

るものでございます。本案件につきましては、１５通の意見書の提出がございまして、賛

成意見が５通、反対意見が６通、その他の意見が４通でございます。 

 賛成意見でございますが、５通２名３団体から出されてございまして、主な意見といた

しましては、（１）にありますように、「南北のまちの一体化が図れる原案で計画を進めて

ほしい」というものでございます。 

 また、反対意見でございますけれども、同じく８ページ、下をご覧いただきたいと思い

ますけれども、６通６名から出されてございまして、主な意見といたしましては、住民意

見が反映されていない。再度、住民の参加を得て、都市計画の検討を行ってほしいという

ものでございます。 

 都の見解といたしましては、本計画の策定に当たっては、地元区において懇談会等の開

催などをして十分な説明を行ってきており、また地域の方々からいただきました意見やご

要望も参考にしながら、交通機能あるいは広場機能など、総合的な観点から本計画を策定

したものでございます。 

 その他の意見につきましては、９ページに記載してございます。 

 最後に、環境影響評価書についてのご説明でございます。お手元のだいだい色表紙の「環

境影響評価書の概要」に挟み込んでおりますＡ４横２枚ものの資料でございますけれども、

環境影響評価書の要約の２ページをご覧いただきたいと思います。 

 本案件における環境に及ぼす影響の予測・評価の項目は、騒音・振動、日影、電波障害、

景観、廃棄物の５項目となってございます。例えば騒音・振動でございますが、今回の工
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事の施工中及び完了後について予測評価を行って、いずれの場合におきましても、評価の

指標を満足もしくはおおむね満足するという結論となってございます。 

 その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。１月に、環境影響評価を担当します知事から

出されました審査意見書の内容を左の欄に、この対応につきましては右の欄に記載してご

ざいます。以上、都市計画を変更する上で、支障がないものと判断いたしました。 

 私の説明は以上でございます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了しました。 

 それでは、日程第６につきまして、ご意見、ご質問がございましたらどうぞ。 

 ２９番委員。 

【松村委員】  何点か質疑させていただきます。少し時間をいただきたいと思いますの

で、ご協力をお願いいたします。 

 まず、６６８５号についてです。西武池袋線の連続立体交差事業は、当初、石神井公園

駅先までの計画であったにもかかわらず、その先の計画が凍結中である外環道路の計画と

の絡みで、石神井公園駅手前までの事業化となり、ひとまず完了してしまいました。その

ため、石神井公園駅を中心に、さまざまな課題が残されてしまい、その後、関係住民の強

い世論と運動によって、今回、都市計画決定を行う運びとなりました。 

 そこで、石神井公園駅東側の開かずの踏切の解消や、駅舎のバリアフリー化が、いつま

で、どういう段取りで解消することになるのか、伺います。 

【鹿島議長】  森下幹事。 

【成田幹事】  開かずの踏切の解消等につきましては、先ほどご説明申し上げましたよ

うに、平成２６年の完成に向かいまして、その施工段階で解消していく予定でございます。 

 また、バリアフリー化についてでございますけれども、石神井公園駅では、高架化にあ

わせまして、既にバリアフリー化を行う予定になってございまして、連続立体交差事業は

長い期間を要するわけでございますけれども、完成後のみならず、事業中におけますバリ

アフリー化についても、鉄道事業者と現在、詳細な検討をしているところでございます。 

 大変失礼しました。私、先ほど完成年限を間違えたようでございまして、平成２６年度

と訂正させていただきます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  今、開かずの踏切、平成２６年の完成を目指して解消したいということ
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ですけれども、それでいきますと、あと１０年かかります。 

 ５月１４日の朝日新聞の夕刊ですが、大きく「消えぬ開かずの踏切 首都圏の３００か

所以上」という報道がなされました。そして、首都圏のワースト２０の一覧表が出ており、

石神井公園駅西側踏切は、ワースト１０の中に入ります。現場は、朝夕の通勤通学時間、

買い物時間など、遮断機をくぐって渡る人が絶えずに、本当に危険な事態です。この解消

は、一刻も猶予ならないと思いますけれども、あと１０年待てというのでしょうか。暫定

的な対策を早急に立てるべきではありませんか。ご答弁願います。 

【鹿島議長】  先ほど失礼しました。成田幹事、お願いします。 

【成田幹事】  今、委員がご指摘のように、連続立体交差事業というのは、大変長くか

かる事業でございまして、特に、説明会などでも、早期着手、完成の要望は多数いただい

てございます。連続立体交差化事業に着手するに当たりましては、仮線の用地の取得が何

よりも不可欠でございまして、この用地の取得、あるいはそれと同時に、詳細設計、用地

測量も当然でございますけれども、用地取得後も、さらに仮線の振替工事、切替、それか

ら高架化ということで、順次鉄道の通勤通学客を運んでいるわけでございますので、営業

しながら事業を進めなければならないということで、この辺につきましては、地元の皆様

のご理解とご協力を得ながら進めてまいりたいと思っています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  首都圏でワースト１０の中も、既に立体交差事業中というところが幾つ

もあります。唯一練馬区のワースト１０に入っているのは、今言った西武池袋線の石神井

公園西側踏切ですけれども、これは立体交差準備中ですね。事業中のところが次々解消す

れば、私は、文字通りワースト２、３番目になってしまうと。 

 それで、今、足立の例ではありませんけれども、１０年間、本当にこれで、駅のところ

に朝夕、駅員が立って、くぐらないでくださいとかいろいろ言っている。しかし、２００

４年、１時間のうち５１分、ピーク時は閉じられていると。これは、例えば足立のああい

う事故が起きてからでは遅いと思うのです。足立の場合には、歩道橋などを設置して、一

刻も早く解消するということです。 

 私は、冒頭述べましたけれども、本来、西武石神井公園の手前ではなくて先までが計画

だったわけですから、当初どおりそこまでやっていれば、今日、既に完了しているわけで

すから、解消できたはずなのです。それを、外環の計画が浮上したとか、都のいろいろな

絡みで、これが石神井公園の手前、練馬高野台の先で降ろされて、今の事態になっている
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ということを考えれば、行政の責任としても、もちろん鉄道側もそうですけれども、一刻

も早い何らかの暫定的な解消が必要ではないでしょうか。 

 例えば、江古田のところも、練馬区が地下道を計画して、鉄道側とやりました。こうい

う地下道をつくるとか、先ほど駅の利用客だけではなくて、事業中にも自由に往来ができ

るということもちょっと耳にしていますけれども、もっときちっと詰めて、これだけの辛

抱をすれば解消できるのだから、そんな危険な、くぐって行かないでくれとか、緊急の場

合は駅のホームを、今日、事業が決定して、進めばこうなるということを、都の責任とし

ても、もっと具体的に明らかにしていただきたいと思うのです。今の答弁だと、１０年間

待てと言っているに等しいのではないでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  松村委員のご指摘でございますけれども、今、東京都内には１,２００カ

所の踏切がございまして、この踏切を順次、遮断時間の長いものから解消しようというこ

とで、連続立体交差事業あるいは道路の立体化等、さまざまな形で、私どもは踏切の渋滞

解消を図っているわけでございます。その中で、昨年度、踏切対策基本方針を出しまして、

この中では、中長期対策、短期対策、あるいは鉄道での対策、それから踏切での対策、道

路での対策というものを検討しながら、厳しい財政の中、あるいは執行体制が絞られてい

る中で、地元の関係者のご理解とご協力を得ながら進めていくよう計画を立てさせていた

だいております。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  もっと簡潔に答えてください。ここはどうするのですかと。ほかは事業

中のところだから完成したら、間もなく首都圏でワースト３になってしまう、１０年間待

てと言うのですかと質問をしているのです。だから、もっと西武と詰めて、暫定的な自由

往来とか、そういうことを示すべきではないかと。今でも現在、自由に、例えば駅員に頼

めば、じゃ、どうぞと言って、南から北、北から南に行っているのです。これはどうです

か。もう少し、この工事中にもっと詰めた話ができるのではないですか。 

 それからもう一つは、先に仮設で高架が立ち上がれば、今の２車線でふさがっているも

のが、もう少し例えば何年には、上りか下りかわかりませんけれども、片方の仮設が上が

ればこういう形になりますという、なぜそういう答弁をしないのですか。解消しないのは、

本当に１０年間ですか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 
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【成田幹事】  私どもが今、提案申し上げているのは、詳細設計を提案申し上げている

わけではございませんで、都市計画のそれぞれの施設計画との整合を図りながら、西武池

袋線の立体交差化に関する都市計画を、道路あるいは踏切、交通広場とあわせてご提案申

し上げているわけでございまして、今、ご指摘の点に関しましては、今後、都市計画決定

し、事業認可を得た後、関係者との協議の上、詳細設計をし、自由通路の確保あるいは遮

断時間の解消等を、現実の形態に即しながら対応してまいりたいと思っています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  今日は都計審の場ですけれども、やっぱり重要な決定をするからきちっ

としておきたいと思いましたので、首都圏でベスト３になる可能性があって、日々、危険

が迫っている。私は、この解消の見通しについて、早急に関係者とも詰めた話をして、住

民に説明していただきたいと要望しておきますけれども、やっていただけますか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  先ほどもご答弁申し上げましたように、今ご指摘の点に関しましては、

具体的なものにつきましては、事業化になりましてから詳細な設計あるいは地元対応等、

調整しながら対応していくべき事項と勘案してございまして、現在、ご提出の都市計画案

件に関しては、それぞれの都市施設の整合性あるいは必要性という観点から提案させてい

ただいておりますので、今ご指摘の点に関しましては、事業化後に十分対応する事項と考

えてございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  くどいようですけど、その事業化後というのはいつですか。示せる最短

の時期は。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  本日のこの都市計画審議会でご承認をいただいたという前提で申し上げ

させていただきますと、１９年度には事業認可を取得する予定でございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  では、１９年、事業認可後に明らかにして、こういう事態の解消ができ

るということを、少しでも早く住民に示していただきたいと要望しておきます。 

 それからもう一つは、石神井公園駅は、急行が止まる主要駅にもかかわらず、バリアフ

リー化がなされていません。連続立体交差事業の完成まで待たせることなく、これも早急

にバリアフリー化を図る必要があると考えますが、どうでしょうか。 
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【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  石神井公園駅につきましては、現在、バリアフリー化は図られておりま

せんけれども、私ども、工事をし、事業化に入りましたならば、現状の機能ではなく、新

たな機能としてバリアフリー化を行う計画で、現在、考えてございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  どうも答弁がよくわからないのですけれども、例えば池袋線に桜台とい

う駅があるのですけれども、同じ高架をやりました。ここは仮設のエレベーターを設けま

した。仮設でやったというのは、おそらく都内というか全国でも珍しいと聞いていたので

すけれども、それだけ緊急度が高かったということですが、事業を前倒ししてでも、エレ

ベーター設置などを図るべきだと考えますけれども、どうでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  バリアフリー化に関しましては、この石神井公園駅区間については、都

市計画決定後も事業認可をとり、事業化していくということでございますので、事業化の

中で対応してまいりたいと考えています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  じゃ、これも１９年度ですか。私が言ったのは、事業の前倒しではない

けど、これも本当に切実です。私ども、石神井公園周辺から、区民委員のアンケートでも

怒られるぐらい、急行が止まる主要駅でなぜなのか。駅員も、来られた方を、いちいち渡

って行っているわけで、大変なんです。だから、ほとんどの人は、タクシーで練馬高野台

駅だとか、エレベーター、エスカレーターがある駅まで行っているのです。 

 西武鉄道に聞いても、用地もあるし、現状でもできなくないと言うのです。ただ、今、

連続立交をやるから、それにあわせた中でやったほうが予算がかからないという。だから、

東京都か練馬区が決断すれば、それほど住民が困っているのだったら、予算の使い方の問

題であって、決断できるということです。もう少しこれ何かいろいろな工夫をして、早急

に、少なくともエレベーター、しかも仮設だから、そんな立派なものでなくてもいいです。

設置することは検討できないのでしょうか。もう一度ご答弁いただきたい。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  都市計画決定がなされれば、既に事業化の目途が立っているわけでござ

いますので、この事業の中でバリアフリー化を考えていきたいと思っております。と申し

ますのは、現時点で前倒しでやりますと、事業の段取り、工事の段取り、そういうものが
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まだ明らかになっていない中で、手戻りあるいは二重投資になる可能性もございますので、

必要なバリアフリー化はやらなければならないと思いますけれども、少なくともエレベー

ター等は高価なものでございますので、こういうものに関しましては、手戻りのない計画

の整合性を図りながら、事業の中で対応していきたいと思っています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  完成年度ではなくて、その前に、事業化の中で、暫定的にも設置すると

いうことで、ぜひ早急にやっていただきたいと要望しておきます。 

 次に、６６８５号議案です。交通広場と補助２３２号道路の車線の決定ということです

が、まず資料の２３１ページの図面で、先ほども冒頭でちょっとご説明があったのですけ

れども、駅前広場の、ここで言うと赤の提案が、もうちょっとどうなるのか。現状の駅前

の、今、南口のところのバスのターミナルになっている広場がありますね。ここを含めて

どういうふうになるのか、もう少しわかるようにご説明いただきたいと思います。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  この２３１ページに関しましては、駅前広場、将来の交通体系を予測し

ながら、今後、この交通広場をどういう形で利用するかを、都市計画決定後決めていくわ

けでございますけれども、基本的には、バス、それからタクシー、乗用車等の結節機能で

ございますので、そのようなものが、ここで十分機能できる形で整備計画を今後定めてい

く予定になっています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  私が説明を求めたのは、２３１ページの赤く塗りつぶしたところが、新

たに新設される駅前広場というか交通広場なのでしょうけれども、黄色の部分が、現行の

２３２号の道路を廃止するということですが、小さい図面でよく分かりませんけれども、

今、現在、南口に、駅前広場は現にあるんですよね。それを半分、３分の１よりもちょっ

と大きいこれを駅前広場から外して、半分かそれ以上大きいのを使って、高架下に駅広機

能を持ってくると。しかも、補助２３２号の説明ですから、赤く塗ってあるところは道路

ですね、２３２号の道路としてつくると。それを、交通広場の用途としても使うという提

案だと思われるわけです。 

 そうしますと、ちょっと伺いたいのは、道路でつくると。そうしますと、赤いところの

道路の用地の買収はどうなるのでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 
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【成田幹事】  この駅前広場につきましては、高架下を利用するということで、現在の

駅前広場は約２,０００平方メートルほどでございますけれども、今回、新たに提案させて

いただいております駅前広場につきましては、倍の４,４００平方メートルでございます。

もし４,４００平方メートルの駅前広場を必要とするのであれば、あと２,４００平方メー

トルの民間の用地買収が必要になります。これは、そういう用地買収を避け、高架下の重

層利用を図りながら駅前広場を確保しようという提案でございまして、現在の駅前広場と

して約４,４００平方メートルがございますれば、こちらの駅前機能としては十分確保でき

るということで、こういうご提案をさせていただいてございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  駅前広場としては、４,４００平方メートルを確保したいと。それは分か

りました。しかし、そうしますと、２,４００平方メートルの民間の用地を買収しなければ

いけないというのですけれども、現に、石神井公園の南口というのは、交通広場というか

駅前広場があるんですよ。そして、今、ここの建物が建っているところは駅舎です。これ

が高架になれば、当然高架下に駅舎が入るわけですね。すると、この旧駅舎というか駅舎

は要らなくなるわけです。 

 そこで、誰が考えても、住民からは、今回、提案されている高架下を使った交通広場の

案以外、区民から青空広場案というものが出されて、区議会で議論されてきました。これ

は、今言いましたように、既存の駅広場を使って、駅舎が要らなくなるここを生かしてや

る計画で、今ご説明があった４,４００平方メートルどころか、駅前広場としてはもっと確

保できると。 

 ところが、今の成田部長の答弁では、それは２,４００平方メートルの民間の用地買収が

要るのだと。つまり、民間の用地買収は、今使っている駅広と西武の駅舎のことでしょう。

そうじゃないんですか。民間というか、個人の住宅とか商店とか、そういう店舗の民間用

地を買収することなのでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  今、画面にあらわれております形態を見てもおわかりになると思います

けれども、この計画では、北側の駅広と南側の駅広を一体化して使えるように、あるいは

線形等も考慮いたしますと、今、委員がご指摘のように、駅舎側に駅広をつくったとしま

すと、北側と南側が分離される構造になりますので、今、ご提案申し上げておりますよう

に、北側、南側一体化の駅広として使えるのが、今回のご提案の趣旨でございます。 
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【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  それもお答えになっていないのですけれども、今、分断されると言いま

すが、高架で上に上がりますから、既につくった池袋線練馬高野台も富士見台も中村橋も

練馬も、全部北、南の道路はあります。ただ、練馬高野台のように、車が、もともと通っ

ていませんでしたから、通れないところ、中村橋や練馬のように高架になれば、その下に

新たに道路をつくったり、車が通れるようになるから、それは高架下の使い方だと思うの

です。だから、南北が、今までと同じように閉じられてしまうということはないのです。 

 それで、結局、高架下に、４,４００平方メートルの大部分を駅前広場として補おうと。

今まで駅広であったところが西武の敷地ということで、これはやめて、西武がそのまま自

己所有として、要らなくなった駅舎の部分も含めて、この土地を使うという計画になって

きていると思うのですけれども、当然、地元の議会でも大論議というか、青空広場案は５,

０００名を超える多くの方々の陳情などもありまして、半年ぐらいかんかんがくがくやっ

ていて、私も議事録を全部読ませていただきました。 

 そこで、私が伺いたいのは、確かにそういう案もいいのだけれども、結局、西武です。

ただ１つ、民間と言いましたけれども、西武が、この駅広場に、今、使っている駅広場や

旧駅舎も、それを使うというか、駅広場に売るというか提供することは、嫌だというかだ

めだよという回答をいただいているということが、この青空広場案ができないという最大

の回答ですけれども、東京都はどういうふうに認識されていますか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  西武鉄道が所有している土地を自由に使えるかと申しますと、そういう

わけではございません。私どもの連続立体交差事業は、東京都建設局が事業主体となり、

東京都が事業主体でございますので、鉄道敷を使う場合は、当然それなりに事業費の負担

をしなければならない。当然、原則的には、西武鉄道が所有している土地であろうと、東

京都の事業として行う場合は、それを買収するというのが基本でございます。 

 今、委員がご指摘のように、無償で使用するという前提でございますれば、土地を所有

している鉄道事業者とそれなりの交渉をしなければならないわけでございますし、企業で

ございますので、当然それなりの対価は求められますので、私どもは、そういう中で高架

下を有効利用しようということで、今回の提案になっているわけでございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  もっと簡単にやりますけれども、そうしますと、西武の所有地というか、
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自由に使えとかそんなことを言っているのではないんです。適切に、今、現に広場になっ

ているところを、わざわざ広場をやめて、それを西武鉄道の自己所有地だからどうぞ使っ

てくださいと。私、何が建つか分かりませんし、聞いても、まだ計画はないと言っている

らしいのです。それから、旧駅舎の跡地も当然高架下に入るわけですから、そこは使える

わけですよ。 

 事実、この赤のところも西武の構内、敷地で、今までバスのターミナルに使っていたと

いうことらしいのですけど、区道になるから区で買うのですね。だから、それと同じよう

な考えで、適切な交渉をして、一番いいのは、今まで駅前広場に西武鉄道も提供していた

わけですから、より安くというか無償で使わせてもらうとか、いろいろな話し合いとか方

法があると思うのです。それが、東京都も含めて、この案になるまでにどこまで努力され

たのかなというのが、私の疑問というか、本当にそれをやったのかどうかです。 

 しかも、もしここに、西武が、新たにこういう計画があって、これは駅の連続立体交差

事業にとって欠かせないそういう計画だ、それは無理ですよ、ご希望はわかりますけど申

しわけないというのだったらわかるのです。ところが、委員会の質疑の中でも、地元では、

連続立交が１０年先になるのだから、そういう計画はまだ立てていないというか立てられ

ないというのです。だったら、連続立体交差事業を一刻も早くやって、先ほど言ったいろ

いろな課題を解消してもらいたい。 

 同時に、駅前広場については、まだ本当に住民合意ができていないということですから、

議案としても別個ですから、当然住民合意が得られるべく、また西武鉄道とも、自由に使

わせろということではなくて、適切な利用を考えるほうが適切だと思うのですけれども、

それはできないのですか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  高架下の利用に関しましては、例えば自転車駐輪場あるいは公の施設等

これらにつきましては、高架事業が開始してから、鉄道事業者と地元区、あるいは連続立

体交差事業の事業体であります東京都とが、高架下の利用に関する協定等を結びながら利

用形態については定めることとなってございまして、今回は、先んじて広場の部分を利用

するという形態になってございます。 

 先ほど委員が申し上げておりましたけれども、現在の駅舎を高架下の中に完全に入れる

ということは、まだ正式に決まっているわけではございません。これを入れればここがあ

くということは、前提かもしれませんけれども、そういう意味では、高架下の利用に関し
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ましては、事業化後に決めるというルールになってございますので、現在、駅広に関して、

こういう形で先行して決めていることは、ある意味では先んじてやっているということで

ございます。 

 また、先ほど区議会でいろいろ議論されているというお話がございましたけれども、昨

年の２月２３日から、委員会が５回、本会議が３回開かれておりまして、練馬区計審でも

本年の２月９日、あるいは練馬区長の意見では、本年の３月１日、特に意見はありません

ということを、私どもはいただいております。 

【和田委員】  議長、審議会進行について、ちょっとお願いしたいんです。先ほど議長

が、審議会の運営について、よりご協力をということを、あえて冒頭に申し上げられまし

た。私ども、委員の一員として、それにご協力をしつつあるのですが、議長から、固定し

た委員の発言、それも聞いていて重複しているようなところもあり、また委員に発言の場

が、都議会というところでないわけではないと思われますから、その辺を整理して、冒頭、

議長みずからがおっしゃった進行の円滑化にぜひご協力を、再び要請をお願いいたします。 

【鹿島議長】  １８番委員からそういうお話でございます。重ねて、質問、お答え、ど

うぞ簡便にお願い申し上げ、議事の進行に、ぜひご協力をお願いいたします。 

【松村委員】  踏まえまして、逆に答弁が、私は気になっているのです。簡潔じゃない

のです。簡潔に答えてくれればいいと思います。私も協力します。 

 それで、私は手続の問題に非常に疑義があるので、決定するに当たって、きちっとしな

ければいけない、強くそう思っているのです。というのは、この青空広場について区の担

当者は、都市計画上の法的手続において実現不可能と答弁しているのです。それが、今、

成田さんが最後におっしゃった、区議会が高架下案を議会で多数を決めた根拠になるので

すけれども、これは本当ですか。都市計画上の法的手続において、実現は不可能なのです

か。つまり、西武鉄道が、現在の駅舎部分の所有地を駅広に使うことに合意が得られてい

ないことをもって、法的手続が不可能としているのですけれども、その点が本当にそうな

のかどうか、伺いたいと思います。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  ただいま委員が指摘の意見に関しましては、私、まだ確認をしてござい

ませんし、どういう場でどなたが発言されているのか不明でございますので、発言を控え

させていただきます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 
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【松村委員】  区の都市整備部長は、都市計画決定をした上で、収容法の手続に入るか

どうかにおいて、収容法の手続に入るまでの法的根拠、合理性がないということです。そ

こまで答弁して、じゃ、しょうがないじゃないかということなんです。それが１つ。今は、

そう言ったのがよく分からないから答弁できないと言うのですが、よく調べていただきた

い。 

 それからもう一つは、みんな、もう連続立交は早くやってほしいということで一致して

いるのです。この議案と前段の連続立体交差事業の議案が一体で、この駅広が決まらなけ

れば、それができない。だから、時間がかかるから決定せざるを得ないのではないかとい

う判断です。私は、それは本当にミスリードというか、問題だと思いますけれども、この

点についてはどうでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  私どもは、連続立体交差事業、それから駅前広場、補助２３２号線の道

路の計画に関しましては、三位一体ととらえてございまして、都市計画決定も一体的に行

う必要があると、このように認識してございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  私は、議案の採決はすごく重大だと思うのです。先ほどそういう議事進

行がありましたけれども。だって、これ、駅舎が駅の高架下に入るかどうかもまだ分から

ないという答弁をしていただいて、この後の利用や、今、現在、駅広に使われているとこ

ろがどうなるか分からない中で、どうして連続立交の都市計画決定と、どういうふうに駅

広の形状を決めるかが不可分で、一体で、同時に決めなければならないということになる

のですか。私は、今の成田部長の答弁を聞いて、逆に練馬区がミスリードしていたのかな

と思ったら、東京都とも一体だと、だから同じ議案として決定して上げてこいということ

を指導したというように私は受けとめざるを得ないのですけれども、もう一度確認したい

と思います。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  私が、今、ご答弁申し上げておりますのは、都市計画に定める都市施設

間の計画の整合性を図る必要があるということでございまして、その都市施設として定め

られているのが、この鉄道、駅広、今回の件では２３２号線でございまして、駅舎につき

ましては、今後、鉄道事業者がどういう形でするか整理する案件でございますので、都市

施設として、現在は整理されてございません。 



 -41-

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  この連続立体交差事業は、８６％が公費負担、つまり税金でやられるも

のです。現在、駅舎がぼろぼろのままになっている西武にとっても、大変メリットがある

ものです。その上、既存の駅広を約半分ぐらい減らして、今後、西武が自由に使う、高架

下は無償提供を受けると聞いていますけれども、あとは現在の駅広部分を、西武から区道

として買う。こんな西武の利益に優先するもので本当にいいのかという中身だと思います。

都としても、区や西武などに、住民の意向を十分聞くように指導すべきではないかと思い

ます。この点は強く要望しておきたいと思います。 

 それからもう一点、２３２号の車線の決定ということですけれども、これも住民への説

明会が本当にやられたのかどうか、大きな疑問がある中での今日の都市計画決定の段階を

迎えていると思いますので、きちっとお答えいただきたいと思います。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  車線数の決定に関しましては、平成１０年の政令改正がございまして、

この際、都市計画に当たりましては、車線数を表示することとなってございます。そのた

め東京都といたしましては、このような都市計画の変更の際、あるいは事業化に際しまし

て、車線数の表示をすることとしてございます。 

 今、委員からご指摘の、そのことが十分徹底されているのかということでございますけ

れども、私どもは、区計審、区議会の説明あるいは地元の説明会、地元に配布するパンフ

レットあるいは区報等にも、この２３２号線は２車線ということで都市計画決定すること

をＰＲしてございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  既に、この駅交通広場と一体となって、２車線で、駅前の２３２号道路

を区道でつくるという事業化を進めようとしておりますけれども、私は、問題となるのは、

２２６ページに、２３２号の全線、起点、終点が載っているのです。全線にわたっての２

車線というか、新たな都市計画の変更というか、ここで決定しようとする案件だと思いま

す。 

 ところが、私、地元で大変恐縮ですけど、２３２号のずっと西側の先には、大泉第二中

学校、大泉南小学校という２つの小中学校があり、それを真っ二つにするこういう道路計

画です。今、相続税対策で畑、農地がマンションになったりして、少子化という中でも、

大泉・石神井地域は、今、プレハブも建てるとか、大変な学校なんです。既に学校を建て



 -42-

る余地がないときに、小中学校を分断するような道路。 

 ところが、今日の都市計画で、新たにこの２車線で、石神井公園の駅前を含めた整備を

始めるというこういう決定案件に対して、地元でどういう説明をなされたのですか。私は、

当該の議員とか、住民にも聞きました。全く寝耳に水というか、やられたのは、私も参加

した光和小学校、それからもう一つは大泉東小学校で、連続立交に関する説明会。それか

ら、また駅広に関しては説明がありました。事前に私聞いたら、そのときに、２３２号も

図面を張って提案しているから、今回の提案なんだと言うのです。 

 しかし、今言ったみたく、これ、笹目通りというか環八から練馬の区境まで抜けて、そ

こには小中学校を真っ二つに分断するような、この道路が通ったら、小学校、中学校なん

かはどこかに移転しなければいけないです。一体どこに移転するのかという大問題の中で、

きちっと住民の意見は聞くべきではないかと。しかし、今日、こういう提案ですね。説明

会はきちっと、十分やられたのでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  先ほども申し上げましたように、すでに区報にも、２車線、４,３８０メ

ートルの区間をする、それから先生は、地元説明会にいらっしゃれば、このパンフレット

をいただいたと思いますけれども、このパンフレットのこの中にも、補助２３２号線、幅

員１６メートル、２車線、延長４,３８０メートルということで、既に周知をされていると

私どもはとらえています。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  最後にしますけれども、今の駅前広場や連続立交はいろいろ議論したけ

ど、２３２号の起点から終点を決めて、２車線の車線決定をする都市計画が出るなどとい

うことは、どこにも議論されておりませんし、そういう認識がないのです。そういうもと

で決めるということは私は本当に重大だと思って、あえて時間をとりましたけれども、質

疑させていただいたのです。本来でしたら、当然そういう地域においても説明会をやるべ

きでしょう。連続立交や駅前広場のときに、車線変更も、起点、終点を含めて変更案を出

していると、それでいいのだということなのでしょうか。私は、この部分だけでも、もう

一回やり直してほしいと思うのです。 

 先ほどの連続立交については大賛成です。一刻も早く決定して、手続を進めていただき

たい。しかし、後段の６６８６号については、非常にやはり問題点があると。今日の決定

は、ぜひ継続にしていただきたいということを強く申し述べて、発言を終わります。 
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【鹿島議長】  ただいま２９番委員から、審議の継続というご意見もあったようでござ

います。ご質問、ご意見にかえまして、ほかの委員からいかがでございましょうか。ご質

問、ご意見はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【鹿島議長】  それでは、ほかにご質問、ご意見がございませんようですので、日程第

６につきましては、適宜分割して採決をさせていただきたいと存じます。 

 初めに、議第６６８５号、東京都市計画都市高速鉄道の案件につきまして採決いたしま

す。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございます。全員賛成と認めます。よって、本案は原案どお

り可決いたしました。 

 次に、議第６６８６号、東京都市計画道路の案件につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございます。賛成多数と認めます。よって、本案は原案どお

り決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第７、議第６６８７号から議第６６９０号までを一括して議

題に供します。 

 成田幹事の説明を求めます。 

【成田幹事】  議第６６８７号及び議第６６８８号でございます。資料は、お手元の「議

案・資料」の２３３ページから２４１ページまでをご参照いただきたいと思います。 

 議第６６８７号は、東京都市計画道路特殊街路新交通専用道第２号、日暮里・舎人線で

ございます。議第６６８８号は、東京都市計画都市高速鉄道、日暮里・舎人線に関する都

市計画変更で、いずれも東京都決定の案件でございます。 

 「議案・資料」の２４１ページをご覧いただきたいと思います。日暮里・舎人線は、荒

川区の日暮里駅から放射第１１号線、通称尾久橋通りと称してございますけれども、これ

を導入空間といたしまして、足立区の舎人三丁目の埼玉県境付近に至る、延長約１０キロ

メートルの新交通システムでございまして、この間１３駅及び車両基地１か所が計画され
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てございます。 

 この路線につきましては、昭和６０年７月の運輸政策審議会答申第７号「東京圏におけ

る都市高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について」により、その整備

が位置づけられまして、平成８年８月に都市計画決定を行うとともに、平成９年１２月に

工事着手し、現在、平成１９年度開業に向け、鋭意工事を進めているところでございます。 

 このうち車両基地につきましては、これまでインフラ外の施設として軌道経営者が整備

することとなってございましたが、このたび国におきまして、新交通事業の円滑な推進な

どを図るため、今年度より車両基地につきましても、橋脚や駅舎と同様に、インフラ施設

として整備することが可能となりました。 

 一方、車両基地をインフラとして整備する場合、特殊街路として都市計画決定する必要

がございます。このため、今回、日暮里・舎人線の車両基地につきましては、新たに特殊

街路として位置づける旨の都市計画変更を行うものでございます。 

 これによりまして、日暮里・舎人線の車両基地の骨格を形成する部分につきましては、

今年度からインフラ補助の対象事業として整備をすることとなります。これに伴い、イン

フラ外事業費の縮減が図られ、軌道経営者の初期投資額を抑えることが可能となりまして、

結果といたしまして、日暮里・舎人線の経営の安定に大きく寄与するものと考えてござい

ます。 

 次に、都市計画の変更内容でございます。「議案・資料」の２３４ページをご覧いただき

たいと思います。東京都市計画道路特殊街路新交通専用道第２号、日暮里・舎人線は、荒

川区西日暮里二丁目を起点といたしまして、足立区舎人三丁目を終点とする、延長約９,

８００メートル、幅員７.５メートルの路線でございます。 

 今回の変更箇所は、図面中ほどに示してございます車両基地の部分でございます。 

 「議案・資料」の２３５ページ及び２３６ページをご覧いただきたいと思います。今回

の変更は、足立区の舎人公園内に、既に都市高速鉄道日暮里・舎人線として計画決定して

いる車両基地の区域約４万６,８００平方メートルにつきまして、特殊街路として都市計画

決定するものでございます。 

 また、車両基地が、舎人公園との重層的な活用を図ることを踏まえ、車両基地と公園の

縦断的な位置関係を明示するとともに、土地の適正かつ合理的な利用の促進を図るため、

立体的な範囲をあわせて定めることといたしてございます。 

 「議案・資料」の２３９ページ及び２４０ページをご覧いただきたいと思います。関連
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案件といたしまして、都市高速鉄道日暮里・舎人線につきまして、特殊街路の立体的な範

囲と整合を図るため、既に都市計画決定してございます車両基地の区域について、立体的

な範囲をあわせて定めることといたしてございます。 

 事業につきましては、インフラとして整備する部分については東京都、インフラ外につ

きましては東京都地下鉄建設株式会社となってございます。 

 意見書の提出でございますけれども、平成１７年２月２１日より２週間、縦覧に供しま

したところ、意見の提出はございません。 

 次に、議第６６８９号及び６６９０号でございます。「議案・資料」の２４３ページから

２５９ページが対象でございます。 

 議第６６８９号は、東京都市計画道路幹線街路環状第５の１号線の変更でございます。 

 議第６６９０号は、関連案件であります東京都市計画公園第８・６・１２号新宿御苑公

園の変更に関する案件でございます。 

 はじめに、「議案・資料」の２４５ページをご覧いただきたいと思います。環状第５の１

号線は、渋谷区広尾五丁目から新宿区、豊島区を経まして、北区滝野川二丁目に至る延長

１３.９キロメートルの路線でございまして、首都東京の骨格的道路ネットワークを形成す

る重要な幹線道路でございます。さらに、３つの副都心でございます渋谷、新宿、池袋の

連結を強化するなど、都市再生を推進する上でも重要な役割を担ってございます。 

 今回、変更を予定しております新宿御苑と隣接した区間が未整備となっていることから、

周辺では慢性的な交通渋滞が発生してございます。加えまして、地下鉄１３号線の開業や

新宿駅南口基盤整備などに伴う、新たな交通需要への対応が求められてございます。 

 本区間の整備は、こうした地域の問題を解決するとともに、副都心間の連絡強化や都市

におけます交通の円滑化、沿道の環境改善に寄与するものでございます。 

 今回の都市計画の変更は、新宿御苑と都市計画道路が重複してございました既定計画を

見直し、環状第５の１号線の幹線道路としての機能を確保しながら、周辺環境と新宿御苑

の緑地空間の保全に配慮した計画としたものでございます。 

 計画の内容でございますけれども、「議案・資料」の２５１ページをご覧ください。今回、

変更いたしますのは、渋谷区千駄ヶ谷六丁目から新宿区内藤町までの３３０メートルの区

間でございます。この区間につきましては、既定計画では３１メートルから３５メートル

となっている幅員を、１４メートルから３５メートルに変更するものでございます。 

 「議案・資料」の２５２ページ、２５３ページをご覧いただきたいと思います。具体的
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な構造でございますけれども、地表式４車線を重層構造といたしまして、外回り池袋方面

の２車線を地下にいたし、内回り渋谷方面の２車線を地表といたすものでございます。ま

た、今回の環状第５の１号線全線につきましては、４車線で車線数を決定いたします。 

 「議案・資料」の２５９ページをご覧いただきたいと思いますけれども、今回の環状第

５の１号線の変更にあわせまして、東京都市計画公園第８・６・１２号新宿御苑公園の都

市計画変更を行うものでございます。 

 新宿御苑の緑地空間の保全のため、環状第５の１号線の幅員変更に伴いまして、新たに

公園区域の追加を行うとともに、放射第５号線との整合を図るため、一部区域の縮小を行

うものです。以上の区域の変更によりまして、変更前の都市計画決定面積５７.６ヘクター

ルを５７.９ヘクタールに変更いたします。 

 道路事業でございますが、東京都建設局が施行し、平成１７年度の事業認可を予定して

ございます。 

 最後に、意見書の提出でございますが、両案ともに、平成１７年２月２１日より２週間、

縦覧に供しましたところでございますけれども、意見書の提出はございませんでした。 

 説明は以上でございます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 日程第７につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお伺いいたします。 

 ご質問、ご意見がございませんようですので、日程第７、議第６６８７号から議第６６

９０号まで、東京都市計画道路、東京都市計画都市高速鉄道及び東京都市計画公園の案件

につきまして、一括して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第８、議第６６９１号を議題に供します。 

 成田幹事の説明を求めます。 

【成田幹事】  続きまして、議第６６９１号でございますけれども、「議案・資料」の２

６１ページから２７４ページをご参照いただきたいと思います。 

 議第６６９１号は、東京都市計画緑地第１３号江戸川緑地を変更する、東京都決定の案

件でございます。 
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 「議案・資料」の２６４ページをご覧いただきたいと思います。まず、経緯でございま

すけれども、江戸川緑地は、昭和３２年に計画決定されてございまして、東京都と千葉県

の都県境であります江戸川と旧江戸川に沿った、延長約２０キロメートル、面積４５６ヘ

クタールの河川緑地でございます。 

 今回の都市計画変更は、江戸川区内におきまして、区画整理事業をはじめとした地域の

緑豊かなまちづくりの進展や、新たな緑地機能を備えました旧江戸川の河川整備の進捗に

あわせまして、江戸川緑地に一部区域を追加及び削除するなどによる区域及び面積の変更

と、住居表示を改めます位置の変更を行うものでございます。 

 変更の内容でございますけれども、「議案・資料」の２６５ページをご覧いただきたいと

思います。斜線網かけをしてございますのが、追加する区域でございます。ここは、旧江

戸川河口付近の部分でございますが、これは旧江戸川沿いに、水と緑のネットワークを図

るために、南側に隣接しております東京都市計画公園第９・６・２号葛西臨海公園と連続

するように追加いたしたものでございます。 

 また、堤内地内陸部の斜線網かけをしてございます部分がございます。こちらは、堀江

土地区画整理事業によって創出されました公園を追加いたすものでございます。 

 追加面積の合計は、２.２４ヘクタールでございます。 

 次に、削除する区域でございます。図面右上の「削除区域」と表示した部分でございま

すが、これは、江戸川緑地を現況道路境界までとする区域の整理を行った結果、削除いた

すものでございます。 

 「議案・資料」の２６７ページをご覧いただきたいと思います。削除する区域といたし

まして、江戸川区東葛西四丁目及び九丁目の堤内地内陸部の部分があります。これは、河

川整備によりまして、新たに旧江戸川沿いに、散策できる連続した緑地が確保されたこと

や、葛西土地区画整理事業などの進展によりまして、これら事業との整合を図るために、

当該部分を削除いたしたものでございます。 

 削除面積の合計は、２.７１ヘクタールでございます。 

 また、地積面積は、昭和３２年の都市計画決定以来のものでございますので、今回、改

めて行いました江戸川緑地全体の地積精査の結果、１.２３ヘクタールの増加が確認されて

ございます。 

 この変更によりまして、江戸川緑地は４５７.４ヘクタールとなりまして、江戸川緑地全

体の面積増減といたしましては、０.７６ヘクタールの増加ということになります。 
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 位置の変更でございますけれども、昭和３２年以降、江戸川緑地のほぼ全域にわたりま

して、住居表示が変更されましたので、現在の住居表示にこれを改めるものでございます。 

 最後に、意見書の提出でございますが、平成１７年２月２１日より２週間、縦覧に供し

ましたところ、意見の提出はございませんでした。 

 以上でございます。 

【鹿島議長】  ありがとうございました。幹事の説明が終了いたしました。 

 日程第８につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 ２９番、どうぞ。 

【松村委員】  ６６９１号について申し上げます。東京の緑や公園が減少する中、緑地

指定の削除は慎重にしなければなりません。今回、公有水面まで追加区域に指定しての削

減は問題があり、反対です。 

 以上です。 

【鹿島議長】  ほかにいかがでございましょうか。 

 ほかにご質問、ご意見がございませんようですので、日程第８、議第６６９１号、東京

都市計画緑地の案件につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第９、議第６６９２号を議題に供します。 

 成田幹事の説明を求めます。 

【成田幹事】  議第６６９２号でございます。「議案・資料」の２７５ページから２７７

ページをご覧いただきたいと思います。 

 議第６６９２号は、青梅・福生・昭島及び立川都市計画下水道、多摩川左岸多摩川上流

流域下水道の変更に関する案件でございます。 

 現在、多摩地域におきましては、下水道の整備状況は、人口普及率で申し上げますと約

９５％となってございます。未普及地域の整備促進が、今後、大きな課題となってござい

ます。 

 今回の変更は、多摩川左岸多摩川上流流域下水道の排水区域に係る変更でございまして、

青梅市の一部を流域下水道の区域に編入いたしまして、下水道の整備促進並びに水質環境
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の改善を図ろうとするものでございます。 

 「議案・資料」の２７６ページをご覧いただきたいと思います。多摩川左岸多摩川上流

流域下水道の区域は、多摩地域の北西部で、立川・青梅・昭島・福生・武蔵村山・羽村市

及び瑞穂町の６市１町から構成されてございまして、中央を多摩川が流れ、下流には下水

道の取水を行っております小作取水堰や羽村取水堰がございます。 

 ２７７ページをご覧いただきたいと思います。小曾木・成木地区は荒川流域であるため、

当初、埼玉県飯能市の下水道へ流入させ、共同処理を行うこととしてございましたが、飯

能市の下水道整備に多くの年数を要していることから、この地域の下水道整備の見込みが、

現在立たない状況になってございます。 

 また、沢井・御岳地区及び御岳山地区につきましては、秩父多摩甲斐国立公園内で自然

豊かな観光地でございまして、下流では、上水道や農業用水の取水を行っております。 

 その一方で、家庭排水などが直接河川に流れ込みまして、早期に公衆衛生の向上を図る

とともに、河川水質を改善することが喫緊の課題となってございます。 

 このため、小曾木・成木地区、沢井・御岳地区及び御岳山地区を、多摩川左岸多摩川上

流流域下水道区域に編入いたしまして、これに伴い、流域下水道の都市計画に定めました

排水区域を、約８,７８２ヘクタールから約９,１２２ヘクタールに変更するものでござい

ます。 

 関連案件について、ご説明申し上げます。「議案・資料」の２７９ページから２８６ペー

ジまでに示してございます。 

 今回の多摩川左岸多摩川上流流域下水道の変更にあわせまして、青梅都市計画下水道の

都市計画に定める排水区域等を変更いたすものでございます。 

 最後に、意見書の提出でございますが、平成１７年２月２１日より２週間、縦覧に供し

ましたところ、意見書の提出はございませんでした。 

 以上でございます。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 日程第９につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞお願いいたします。 

 ご意見、ご質問がございませんようですので、日程第９、議第６６９２号、青梅都市計

画、福生都市計画、昭島都市計画及び立川都市計画下水道の案件につきまして採決いたし

ます。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 
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〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  ありがとうございました。全員賛成と認めます。よって、本案は原案ど

おり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  次に、日程第１０、議第６６９３号及び議第６６９４号を一括して議題

に供します。 

 成田幹事の説明を求めます。 

【成田幹事】  最初に、訂正をさせていただきたいのですけれども、先ほどの議第６６

９２号でございますが、位置の説明のところに関しまして、下流側の取水を下水の取水と

説明申し上げたようでございます。下流側は上水の取水でございますので、上水と訂正さ

せていただきたいと思います。 

 続きまして、議第６６９３号でございます。「議案・資料」の２８９ページから２９３ペ

ージをご参照いただきたいと思います。 

 議第６６９３号でございますけれども、建築基準法第５１条ただし書き許可による施設

でございまして、品川運輸リサイクルセンター（仮称）に関する案件でございます。 

 建築基準法第５１条によりまして、廃棄物処理施設は、都市計画において、その敷地の

位置が決定しているものであるか、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の

位置が、都市計画上支障がないと認めて許可した場合において、建築できるものとなって

ございます。当該施設は、施設規模や恒久性等を踏まえまして、本審議会に付議し、東京

都が許可するものでございます。 

 「議案・資料」の２９０ページから２９１ページまでをご覧いただきたいと思います。

計画地は、大田区の臨海部、京浜島でございまして、湾岸道路の北側１５０メートルに位

置してございます。 

 計画地の用途地域は、工業専用地域でございます。 

 事業主体でございます品川運輸は、平成１４年から当該地におきまして、廃プラスチッ

クや金属くず等の産業廃棄物処理の破砕、ペットボトルや缶等の一般廃棄物の圧縮などの

処理を行ってまいりました。今回、処理量の増加に伴いまして、建築基準法第５１条許可

が必要となることから、本審議会に付議するものでございます。 

 「議案・資料」の２９２ページ及び２９３ページをご覧いただきたいと思います。施設

は、既存の処理棟と事務棟から成ってございまして、敷地面積は約３,３８７平方メートル
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でございます。 

 なお、施設を稼働することによる周辺への影響につきましては、騒音・振動等の影響は

少ないと予測されてございます。 

 議第６６９４号でございます。「議案・資料」の２９５ページから２９９ページをご覧い

ただきたいと思います。 

 議第６６９４号は、建築基準法第５１条ただし書き許可による施設でございまして、調

布リサイクルプラント（仮称）に関する案件でございます。 

 本件は、先ほどご説明申し上げました案件と同様、建築基準法に基づき、本審議会に付

議し、答申を得た後、特定行政庁でございます調布市が許可するものでございます。 

 「議案・資料」の２９６ページ及び２９７ページをご覧いただきたいと思います。計画

地は、調布市の南部、京王多摩川駅から約６００メートルの鶴川街道に面した場所に位置

してございます。 

 計画地の用途地域は、準工業地域でございます。 

 事業主体でございます巴山興業は、昭和２５年に調布市内で創業いたしまして、建築・

土木資材の販売、建築・土木工事等を行ってございまして、昨年６月より本計画地の隣接

地におきまして、建設発生土のリサイクル事業を実施してございます。 

 本施設は、道路工事等で発生いたします廃コンクリートや廃アスファルトを破砕処理い

たしまして、再生骨材として再資源化する施設でございます。建築基準法第５１条に基づ

き、許可を要することから、本審議会に付議するものでございます。 

 「議案・資料」の２９８ページ、２９９ページをご覧いただきたいと思います。施設は、

処理棟及び管理事務所棟から成ってございまして、敷地面積は約１,３７７平方メートルと

なってございます。 

 この施設を稼働することによります周辺環境への影響につきましては、振動・騒音等の

影響は少ないと予測されてございます。 

 以上、ご説明を終了いたします。 

【鹿島議長】  幹事の説明が終了いたしました。 

 それでは、日程第１０につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞお願い

いたします。 

 ２９番、どうぞ。 

【松村委員】  ６６９３号については、意見を述べます。産廃施設は必要としても、京
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浜島に集中させることは問題だと、地元都計審でも反対の声が上がっています。集中によ

る環境の影響などをもっと明らかにし、地元合意を尽くすべきです。よって、反対です。 

 ６６９４号については、ちょっと一、二伺いたいのですけれども、この申請業者は、免

許を持ち、既に産廃処理を行っていますが、地元住民とのトラブルを起こし、住民の不信

が強い。また、市計審では、今後の監視を強めること、現行の改善を行うよう条件を付し

ての賛成と聞きますが、この都計審までに住民との調整はついたのでしょうか。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  本リサイクルプラントに関しましては、周辺１４名の関係住民が居住い

たしてございまして、そのうち２名の方が反対いたしてございました。申請者といろいろ

お話しした結果、昨日、この２名と対策に関しまして合意いたしまして、周辺住民の合意

を得ているということで調布市から報告を受けてございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  ちょっと確認ですけれども、新たな処理施設の建設許可は、また何か新

たな住民とのトラブルを広げないのかどうか、伺います。 

【鹿島議長】  成田幹事。 

【成田幹事】  私どもは、こういう廃棄物処理プラントに関しましては、許可の一定基

準を持ってございまして、この基準の中で、要件が合致すれば許可の方向でございますけ

れども、その際でも、近隣との十分な合意形成をするよう指導してまいっておりますし、

今後もその方針で指導してまいる予定でございます。 

【鹿島議長】  ２９番委員。 

【松村委員】  意見というか、今も条件つき賛成というか、そういう形で出ているので

すね。前の環５のところ、６６９０号ですけれども、私、言いませんでしたけれども、渋

谷からは、やっぱり条件つき賛成というか意見がついてきているというのです。私ども、

たくさんある議案の中で、全部現場に行ったり、関係者から意見を聞くことはできません

けれども、そういう地元への意見照会で出されたものは、いちいち聞かなくても、報告と

いうか、提案のときにしてもらえないでしょうか。今までも個々あったのです。私もいち

いち現場から聞いて、どういう条件ですか、資料を配ってくださいとかいうことを都計審

でもたびたび行いましたけれども、今回の場合にも、やはりそういうことをきちっとやっ

ていただいたほうが正確な判断ができると思いますので、これは要望です。今後、そうい

う点も踏まえていただけたらということを要望して、この案件については賛成です。 
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【鹿島議長】  ほかにご質問、ご意見がございませんようですので、日程第１０につき

ましては、適宜分割して採決いたします。 

 初めに、議第６６９３号、一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築

物の許可につきまして採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  賛成多数と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

 議第６６９４号、産業廃棄物処理施設の用途に供する特殊建築物の許可の案件につきま

して採決いたします。 

 本案について賛成の方は挙手を願います。 

〔 賛成者挙手 〕 

【鹿島議長】  全員賛成と認めます。よって、本案は原案どおり決定いたしました。 

  _______________________________________________________________________   

【鹿島議長】  以上をもちまして本日の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様方

には長時間ご熱心にご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 なお、議事録には、私のほか、波多野委員にもご署名をお願いいたしたいと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして本日の審議会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

午後４時１６分閉会 

 

※本稿は、後日発行される議事録の未確定版です。 

 

 

 


